
 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

8.16.2 杭基礎 

杭基礎の設計は、「H29道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 10 章」及び「H27杭基礎設計便覧」に

よる。 
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8.17.2 杭基礎 

[追加] 

(1) 常時、暴風時及びレベル１地震時に対する杭基礎の照査は、次によらなければならない。 

1) 各抗頭部の軸方向反力は、道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編 12.4に規定する杭の許容支持力

以下とする。 

2) 杭基礎の変位は、道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編 9.2に規定する許容変位以下とする。               

3) 杭基礎の各部材に生じる応力度は、道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編 4 章に規定する許容応

力度以下とする。  

(2) レベル２地震時に対する杭基礎の照査は、道路橋示方書・同解説Ⅳ下部工編 12.10の規定によら

なければならない。 

橋脚の杭基礎の標準的な設計計算フロ－を図-8.17.9に示す。なお、橋に影響を与える液状化が生じる

と判定される地盤上にある橋台の杭基礎については、耐震設計編 6章及び 13章の規定により照査する必

要がある。 
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記述の追加 

記述の削除 
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図-8.17.9  橋脚の杭基礎の設計計算フロ－ 道路橋示方書Ⅳより 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

                      [削除] 8.17.2.1 杭基礎の分類 

杭基礎分類としては、支持機構によるもの、材質によるもの、工法によるもの、形状によるものあ

るいは利用目的によるものが考えられるが、設計上最もよく使われるのが工法上の分類と材質上の分

類を組み合わせたものである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8.17.10  杭工法の分類 

 ※上図は現在道示で規定されている工法である。 

杭基礎設計便覧を参考 

杭基礎施工便覧を参考 

図-8.17.11  杭の材質による分類 

 ※     は現在道示で規定されていない工法である。 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

             [削除] 

 
8.17.2.2 杭の配列 

杭の配列は、杭基礎上の橋台または橋脚の形状や寸法、杭の寸法や本数、群杭の影響、施工条件斜

杭の適用等を考慮し、長期の持続荷重に対して過度に特定の杭に荷重が集中せず、できる限り均等に

荷重を受けるように定めなければならない。 

最外周の杭とフーチング縁端との距離（縁端距離）は、フーチングの水平押抜きせん断破壊や杭頭部の

損傷による破壊が生じないように、杭の施工誤差や配筋の余裕を考慮して決定する必要がある。既製杭の

場合には仮想鉄筋コンクリート断面の寸法等を考慮して決定する。載荷実験及び解析により、杭体が塑性

化するような状況も含めて杭径の 1.0倍を確保していれば杭頭部に押抜きせん断破壊等が生じないことが

確認されたことから、標準的には杭径の 1.0倍とすればよい。  

ただし、杭径が小さい既製杭を用いる場合には、杭中心から杭径の 1.0倍よりも仮想鉄筋コンクリート

断面の径が大きくなることから、仮想鉄筋コンクリート断面の寸法等を考慮して縁端距離を確保する必要

がある。 

確保できる用地や他の構造物との干渉などの理由から、フーチングの寸法を大きくできない場合、縁端

距離を縮小することが考えられる。この場合には、レベル２地震時も含めた水平押抜きせん断等の照査や

仮想鉄筋コンクリート断面等の確保により所要の性能を満たすよう設計を行う必要がある。なお、施工時

に杭位置等に誤差が生じると手戻りが生じる場合があるため注意が必要である。 

                                                      

                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                        

                                                                         

                                                             

                   

 

 地盤が軟弱で基礎に生じる水平変位が大きくなるような条件では、斜杭を用いることにより合理的な構

造となる可能性がある。斜杭を用いる場合、直杭と斜杭の割合をどのようにするかが問題となるが、当面

は全杭本数のうち 1/3以上は直杭とするのがよい。 

 なお、斜杭の傾斜角は、施工実績や斜杭の傾斜角が大きい場合のフーチングとの接合部の応力状態につ

いて不明な点が多いことなどを考慮して 10度程度までとするのがよい。 

                                                                                

 

 

項の削除 

図-8.17.12  杭の最小中心間隔及びフ－チング縁端距離 

道路橋示方書Ⅳより 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

[削除] 

 
8.17.2.3 杭とフ－チングの接合部 

杭とフ－チングの接合部は原則として剛結とし、接合部に生じる力に対して安全であることを照査

する。 

1) フーチング内の杭の埋込み長さは最小限度（100mm）に留め、鉄筋にて補強を行う方法を標準とす

る。 

2) 剛体と仮定できる厚さを有するフーチングに、杭とフーチングの接合部の構造細目を満たし、標準

的な縁端距離（図-8.17.12）を確保する場合には、接合部に関する照査を省略することができる。な

お、既製杭の場合には仮想鉄筋コンクリート断面にて補強鉄筋の応力度照査を行う。 

構造細目は、道路橋示方書Ⅳによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

項の削除 

図-8.17.13  鋼管杭の接合方法 図-8.17.14  鋼管ソイルセメント杭の接合方法 

 

道路橋示方書Ⅳより 

図-8.17.15  鋼管杭を斜杭として用いるときの接合方法 
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新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

[削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3) 杭頭補強鉄筋は図-8.17.13～図-8.17.18のように、L≧Lof +10φ以上まっすぐのばし定着するも

のとする。ただし、既製杭においてフ－チング厚がこの定着により必要以上に厚くなる場合は、図

-8.17.19のようにフ－チング上面主鉄筋位置で直角に曲げてよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路橋示方書Ⅳより 

図-8.17.16  PHC杭の接合方法 

図-8.17.18  場所打ち杭の接合方法 

図-8.17.17  SC杭の接合方法 

図-8.17.19  既製杭における杭頭補強鉄筋例 
開発局道路設計要領より 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

[削除] 

 

 

8.17.2.4 ずれ止め 

鋼管杭及び鋼管ソイルセメント杭の杭頭接合においては、杭頭に作用する杭軸方向力を中詰め及び

フーチングコンクリートを介して確実に伝達するために、杭の内面にずれ止めを設ける。 

ずれ止めは、杭の高止まりなどを考慮し、曲げ加工した平鋼を現場溶接し取り付けるのが一般的である。

なお、ずれ止め厚さ、幅、長さ、配置及び取り付け方法は道路橋示方書Ⅳ及び杭基礎設計便覧を参照する

こと。 

 

 

8.17.2.5 中詰めコンクリ－ト 

杭頭部には、中詰めコンクリートを打設するものとする。 

中詰めコンクリー卜は、杭内部に土砂を所定高さまで中埋めするか、型枠を設けるかして打設する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.17.2.6 杭本体の設計 

(1)  杭体各部は、軸力、曲げモーメント及びせん断力に対して安全であることを照査しなければなら

ない。 

(2) 軸方向押込み力又は軸方向引抜き力による杭体各部の軸力は、地盤の特性を考慮して算出しなけ

ればならない。 

(3) 軸直角方向力及び杭頭モーメントによる杭体各部の曲げモーメント及びせん断力は、杭体を弾性

床上のはりとして計算する。  

(4)  鋼管杭の厚さは、建設コストの縮減等を考慮し 1mm単位で使用することを基本とする。また、材

質は、SKK400、SKK490を経済比較により決定する。     

 杭本体の具体的な設計方法は、道路橋示方書及び杭基礎設計便覧を参照すること。 

なお、断面変化の設計法は、道路橋示方書では特に規定していないため、杭基礎便覧に記載されている 

考え方を以下に述べる。 

1) 鋼管杭、鋼管ソイルセメント杭  

 断面変化位置は、作用する断面力に対して応力度及び水平変位量が許容値内に収まるように設定する。 

ただし、高止まり等が想定される場合はその影響を考慮して 0.5m～1.0m 程度の余裕をもって設定するの

がよい。 

 断面変化位置が 2カ所以上となる場合は、各断面変化位置の距離を 2m以上確保する。 

 

項の削除 

杭基礎設計便覧より 

図-8.17.20  中詰コンクリ－ト打設方法例 

 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

[削除] 

 

 

① 杭の第 1断面変化位置 

    杭の第 1断面変化位置は次式により求める。 

     ℓ1 ≧ ℓa + ℓf･･･････････････････････････････････････････････････(式-8.17.1) 

    ここに、ℓ1    ：杭頭からの第１断面変化位置までの距離（m） 

             ただし、0.5m単位で切り上げる。 

        ℓa    ：フーチング下面から地中部の曲げモーメントの値が最大曲げモーメント Mmax 

の 1/2となる位置までの長さ（m） 

          ℓf    ：フーチングへの埋込み長（m） 

           Mmax：Mt、Mmのいずれか大きい方の曲げモーメント（kN･m） 

          Mt    ：杭頭剛結として求めた杭頭曲げモーメント（kN･m） 

          Mm    ：杭頭ヒンジとして求めた地中部最大曲げモーメント（kN･m）  

                                            

② 第 2断面変化位置 

    第 2断面変化位置は次式により求められる。 

       ℓ2 ≧ ℓa + ℓb + ℓf･･････････････････････････････････････････････(式-8.17.2) 

 ここに、ℓ2    ：杭頭から第 2断面変化位置までの距離（m） 

              ただし、0.5m単位で切り上げる。 

        ℓb    ：第１断面下端位置より、設計用曲げモーメントと第 3断面の許容曲げモーメント

が一致する位置までの距離（m）で、ℓb ≧ 2mとする。 

           ただし、この長さは不等厚エキストラが関係するので経済性について検討 

            を行う方がよい。 

                                                                                                

   ③ 板厚低減の留意点  

    ⅰ) 不等厚溶接の板厚差 

     極端な断面変化による応力集中の影響を考慮して板厚変化の最大値は 7mmとする。 

     ⅱ) 中間サイズ板厚杭の長さ 

地中曲げモ－メント、地盤状態応力の急変、継手効率の影響、継手箇所全体のバランス、経済

性を勘案し総合的に判断するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項の削除 

杭基礎設計便覧より 図-8.17.21  断面変化の設計位置 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

[削除] 

 

 

④ 継手  

    ⅰ) 工場継手 

    上杭、下杭の板厚が異なる場合（不等厚継手箇所）は工場継手によることを原則とする。 

     ⅱ) 現場継手 

    現場溶接継手の強度は、原則として工場溶接と同じ値とする。 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1 管の内側の削成部の長さは、4（t1-t2）より大きくする。 

  ただし、t1-t2が 2mm以下のとき、または工場円周溶接部を両面溶接とする場合で、t1-t2が 3mm以下のとき

は削らなくてもよい。 

       注 2 工場円周溶接部の位置は、原則として現場溶接部より 2m以上とする。 

 

 

 

 2) PHC杭 

   PHC杭には、A、B、C種の杭があり、その他 SC杭もある。 

   断面変化位置は、作用する断面力に対して、応力度及び水平変位量が許容値内に収まるように設定

する。ただし、高止まり等が想定される場合は、その影響を考慮して 0.5m～1.0m 程度の余裕をもっ

て設定するのがよい。 

   最初の断面変化位置は、鋼管杭と同様に地中部の曲げモーメントの値が最大曲げモーメントの 1/2

となる位置以深に設定する。また、既製コンクリート杭の断面長さは、カットオフ長や単体長（通常

5～15mの 1m間隔）を考慮して決定する。 

 

 

 

項の削除 

図-8.17.22  断面変化部の構造 

杭基礎設計便覧より 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

[削除] 

 

 

① 第 1断面変化位置 

    第 1断面変化位置は次式により求める。 

      ℓ1 ≧ ℓa + ℓf･･･････････････････････････････････････････････････(式-8.17.3) 

      ここに、ℓ1  ：杭頭から第 1断面変化位置までの距離（m） 

           ただし、1m 単位で切り上げるものとするが、杭体内補強鉄筋を使用する場合は、

鉄筋をハツリ出す部分を含んだ杭の長さが 1m単位となるように決定する。 

        ℓa    ：フーチング下面から地中部設計用曲げモーメントの値が最大曲げモーメント 

Mmaxの 1/2以下となる位置までの長さ（m） 

        ℓf    ：フーチングへの埋込み長（m） 

        Mmax：Mt、Mmのいずれか大きい方の曲げモーメント（kN･m） 

          Mt    ：杭頭剛結として求めた杭頭曲げモーメント（kN･m） 

          Mm    ：杭頭ヒンジとして求めた地中部最大曲げモーメント（kN･m）     

        

                                                                                          

② 第 2断面変化位置 

 第 2断面変化位置は次式により求められる。 

     ℓ2 ≧ ℓa + ℓb + ℓf･･････････････････････････････････････････････(式-8.17.4) 

       ここに、ℓ2  ：杭頭から第 2断面変化位置までの距離（m） 

              ただし 、1m単位で切り上げる。 

        ℓb  ：第 1断面下端位置より、設計用曲げモーメントと第 3断面の杭の許容曲げモーメ

ントが一致する位置までの距離（m） 

          

 既製コンクリー卜杭の単体長は、通常 5～15mの 1m間隔であり、断面長さを決定する場合は、最

低単体長以上で長さを選定する必要がある。 

 

                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項の削除 

杭基礎設計便覧より 
図-8.17.23  断面変化の設計位置 
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改 正 後 現 行 
 

摘 要 

[削除] 

 

 

8.18 橋台の側方移動 

常時偏荷重を受ける軟弱地盤上の基礎で側方移動のおそれがある場合においては、その影響につい 

て検討しなければならない。 

 橋台のように盛土荷重によって常時偏荷重を受ける構造物を軟弱地盤に設ける場合には、基礎が側方移

動するおそれがある。側方移動により基礎が移動・傾斜することで、伸縮装置が壊れたり、橋台の胸壁と

上部構造が接触して変状が生じたり、また、支承が破損したりすることがある。 

 側方移動を起こす基礎と側方移動を起こさない基礎は、式-8.18.1 によって算出される側方移動判定値

（I値）を用いて概ね区分することができる。I値が 1.2未満の場合は側方移動のおそれなし、1.2以上の

場合は側方移動のおそれありと判定してよい。 

 

    I = μ1×μ2×μ3×       ････････････････････････････････････････(式-8.18.1) 

 

     ここに、I ： 側方移動判定値  

             μ1： 軟弱層厚に関する補正係数で、    μ1 = D/L                                                             

μ2： 基礎の抵抗幅に関する補正係数で、  μ2 = b/B  

             μ3： 橋台の長さに関する補正係数で、    μ3 = D/A(≦3.0)  

           γ ： 盛土材料の単位体積重量 (kN/m3)  

              h ： 図-8.18.1に示す地盤高の高低差（m）  

              c ： 軟弱層の粘着力の平均値 (kN/m2)  

              D ： 軟弱層の厚さ（m）  

              A ： 橋台長（m）  

              B ： 橋台幅（m）  

              b ： 基礎幅の総和（m） 

              L ： 基礎根入れ長（m） 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項の削除 

γh 

c 

図-8.18.1  偏荷重を受ける基礎 

 
道路橋示方書Ⅳより 
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摘 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.17 耐震設計 

耐震設計は、「H29道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 」による。 

             [削除] 

 

 

 

                                             

                   [削除] 

側方移動のおそれがある場合は対策を行う必要がある。 基本的には、 盛土下の粘性土層に、基礎に

影響を与えるような変位を生じさせないようにすることが必要である。 

                                                  

     対策工法    抵抗力を増加する方法       （地盤）     ①地盤改良法               

                                                   （構造物）    ②基礎体抵抗法                     

                 盛土載荷を軽減する方法                ③荷重軽減均衡法     

 

 

 

8.19 耐震設計 

[追加] 

橋の耐震設計は、設計地震動のレベルと橋の重要度に応じて、必要とされる耐震性能を確保するこ

とを目標として行う。 

 耐震設計にあたっては、地形・地質・地盤条件、立地条件、津波に関する地域の防災計画等を考慮

した上で構造を計画するとともに、橋を構成する各部材及び橋全体系が必要な耐震性を有するように

配慮しなければならない。                                                     

橋の耐震設計にあたっては、建設地点における地形・地質・地盤条件、立地条件、津波に関する地域の

防災計画等を考慮して適切な構造計画を検討することが重要である。また、構造部材の強度を向上させる

と同時に塑性変形能及びエネルギー吸収能を高めて橋全体系として地震に耐える構造系を目指す必要が

ある。このような構造計画の観点から、耐震性の高い橋を設計するために検討する事項の例を挙げると次

のようになる。 

1) 地盤調査結果等に基づき、地盤条件及び地盤の振動特性を十分に把握することが重要である。特に、

軟弱地盤に架設される橋、液状化・流動化が生じる可能性のある箇所に架設される橋、急傾斜地に架

設される橋、地盤特性が著しく変化する箇所を横断する橋では、入念な調査を行い、この結果を構造

計画に適切に反映させる必要がある。 

2) 地震時に不安定となることが予測される斜面等では、地盤調査結果に基づいて下部構造の設置位置

をよく検討する必要がある。 

3) 津波の影響を受ける可能性がある地域においては、その地域の防災計画と一体となった道路計画と

することが重要である。当該地域内の個別の路線に求められる性能は、基本的に、その地域の防災計

画等に基づいて設定されることになるため、道路橋の設計においては、このようにして設定される当

該路線に求められる性能に応じて、適切な構造計画を検討することが重要である。構造計画の例とし

ては、津波に関する地域の防災計画等を参考にしながら津波の高さに対して桁下空間を確保するこ

と、津波の影響を受けにくいような構造的工夫を施すこと、上部構造が流出しても復旧しやすいよう

に構造的な配慮をすること等がある。 

4) 構造部材の地震時保有水平耐力、塑性変形能及びエネルギー吸収能を高めて地震に耐える構造とす

るか、免震橋等の採用により長周期化及びエネルギー吸収により地震力を低減する構造とするかにつ

いて、地形・地質・地盤条件、立地条件等を考慮して適切に選定する必要がある。 

5)  耐震設計においては、構造部材の塑性変形能及びエネルギー吸収能を高めて、橋全体系としてエネ

ルギー吸収能に優れた構造となるように配慮するのがよい。 

項の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改定 

記述の追加 

記述の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8.18.2  対策工法の分類 

杭基礎設計便覧より 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

                                     [削除] 6)  支承部の破壊による上部構造の落下を防止する観点では、慣性力を複数の下部構造に分担させる地

震時水平力分散構造やラーメン構造の採用を検討するのがよい。この際、下部構造に分担させる慣性

力が少数の橋脚に過度に偏ることがないように配慮するのがよい。 

7)  橋の耐震性能の確保のために特別な配慮が必要となる可能性がある構造形式はできるだけ避ける

ように配慮する。例えば次のような構造等が該当する。 

① 過度に斜角の小さい橋 

② 過度に曲率半径が小さい橋 

③ 上部構造等の死荷重による偏心モーメントが作用する橋脚のように死荷重により大きな偏心モ

ーメントを受ける橋脚構造 

8)  軟弱粘性土層のすべりや砂質地盤の液状化、液状化に伴う流動化等、地盤の変状が生じる可能性の

ある埋立地盤や沖積地盤上では、水平剛性の高い基礎を選定したり、多点固定方式やラーメン形式等

の不静定次数の高い構造系の採用を検討するのがよい。 

9) 耐震設計では、各部材の地震時保有水平耐力を階層化し、塑性化を考慮する部材と弾性域に留める

部材を明確に区分することが重要である。部分的な破壊が橋全体系の崩壊につながる可能性のある構

造系では、当該部分の部材には損傷が生じないようにするか、損傷が生じる場合にもその損傷を限定

的に抑えるように配慮する必要がある。 

10) 下部構造の頂部に取り付けられる支承部や制震装置等については、レベル２地震動に対して適切に

機能するように設計がなされるが、桁端部の場合、これらの取付部周辺では、桁かかり長を確保する

とともに、落橋防止構造が取り付けられる等の落橋防止に対する構造的な対策が施される場合も多

い。支承部や制震装置等の設計においては、落橋防止に対する配慮の趣旨を踏まえ、支承部や制震装

置等の取付部周辺に損傷が生じても、落橋防止のための対策に機能的な悪影響が生じないよう、装置

本体とその取付部の設計等には十分留意することが重要である。 

11) 地震後に橋として機能の回復が速やかに行い得る性能が求められる橋において、地震後の損傷の発

見及びその損傷の修復が著しく困難と考えられる箇所には、修復が必要となるような損傷を生じさせ

ないような構造計画とするなど、特に点検及び修復の容易さに対する配慮が必要である。こうした部

分に損傷を許容する場合には、損傷の発見及び修復方法について設計段階において十分検討する必要

がある。 

12) 支承部周辺の部位においては、維持管理の確実性及び容易さに配慮することが重要であるため、耐

震性能の確保のために設置される部材、構造、装置等が支承部や桁端部等の点検の容易さ及び塗装の

塗替作業等の作業空間の確保等に影響を及ぼすことがないように配慮が必要である。 

13) 新しい材料、装置及び構造形式を適用する場合には、力学的機構が明確であるという前提条件を満

たし、かつ、実験で確認された条件の範囲内で使用する必要がある。特に、動的な特性が部材や装置

に生じる速度等の影響により静的な特性と異なる場合、動的な特性が温度等の使用される条件の影響

を受ける場合又は、長期的な使用により力学的特性が変化する可能性がある場合には、適用範囲とそ

れに応じた力学的特性等に十分留意する必要がある。 

14) 地震による部材の損傷に伴い、その部材や損傷部位周辺の破片等の落下による第三者被害を生じる

ことがないような配慮が必要である。 

                                   

記述の削除 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

                                         [削除] 8.19.1 耐震設計一般 

橋の耐震設計においては、橋の供用期間中に発生する確率が高い地震動（以下「レベル 1 地震動」

という。）と橋の供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度をもつ地震動（以下「レベル 2地震動」

という。）の 2段階のレベルの設計地震動を考慮しなければならない。レベル 2地震動としては、プレ

ート境界型の大規模な地震を想定したタイプＩの地震動及び内陸直下型地震を想定したタイプⅡの地

震動の 2種類を考慮しなければならない。 

1) 橋の重要度は、道路種別及び橋の機能・構造に応じて、重要度が標準的な橋と特に重要度が高い橋

（以下、それぞれ、「A種の橋」及び「B種の橋」という。）の 2つに区分する。 

2) 橋の耐震性能は、橋全体系の挙動を踏まえ、以下のとおりとする。 

① 耐震性能 1：地震によって橋としての健全性を損なわない性能  

② 耐震性能 2：地震による損傷が限定的なものにとどまり、橋としての機能の回復が速やかに行い

得る性能  

③ 耐震性能 3：地震による損傷が橋として致命的とならない性能  

3) 橋の耐震設計においては、設計地震動のレベルと橋の重要度に応じて、以下のように設計しなけれ

ばならない。 

① レベル 1地震動に対しては、A 種の橋、B種の橋ともに、耐震性能 1を確保するように耐震設計

を行う。  

② レベル 2地震動に対しては、A種の橋は耐震性能 3を、また、B種の橋は耐震性能 2を確保する

ように耐震設計を行う。  

4) 橋の複雑な地震応答や地盤の流動化に伴う地盤変位等が原因による支承部の破壊が生じた場合に

おいても、上部構造が落下することを防止できるように配慮しなければならない。 

 

下表は、道路構造令を適用している農道橋に適用する。ただし、耕作橋等の耐震性能は下表中の            

を満足するように設計すればよい。 

                                                      

限界状態 橋の耐震性能 
耐震設計上の 

安全性 

耐震設計上の 

供用性 

耐震設計上の修復性 

短期的修復性 長期的修復性 

弾性域を超

えない範囲 

（レベル 1） 

耐震性能 1： 

地震によって橋としての 

健全性を損なわない性能 

落橋に対する

安全性を確保

する 

地震前と同じ

橋としての機

能を確保する 

機能回復のた

めの修復を必

要としない 

軽微な修復で

よい 

塑性化を考

慮し、塑性変

形性能を超

えない範囲

（レベル 2） 

耐震性能 3： 

地震による損傷が橋とし

て致命的とならない性能 

落橋に対する

安全性を確保

する 

- - - 

塑性化を考

慮し、塑性変

形が容易に

修復が行い

得る範囲 

（レベル 2） 

耐震性能 2： 

地震による損傷が限定的 

なものにとどまり、橋と

しての機能の回復が速や

かに行い得る性能 

落橋に対する

安全性を確保

する 

地震後橋とし

ての機能を速

やかに回復で

きる 

機能回復のた

めの修復が応

急修復で対応

できる 

比較的容易に

恒久復旧を行

うことが可能

である 

 

 

項の削除 

  

表-8.19.1  耐震性能の観点 

道路橋示方書Ⅴより 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

                          [削除]  

設計地震動 A種の橋 B種の橋 

レベル 1地震動 
地震によって橋としての健全性を損なわない性能 

（耐震性能１） 

レベル 2 

地震動 

タイプⅠの地震動 

（プレート境界型の大規

模な地震） 
地震による損傷が橋として致

命的とならない性能 

（耐震性能３） 

地震による損傷が限定的なも

のにとどまり、橋としての機

能回復が速やかに行い得る性

能 

（耐震性能２） 

タイプⅡの地震動 

（兵庫県南部地震のよう

な内陸直下型地震） 

対象となる橋 
重要度が標準的な橋 

右記以外の橋 

特に重要度が高い橋 

跨線橋、跨道橋及び地域の防

災計画上の位置付けや利用状

況等から特に重要な橋 

※8.12.7  4)参照 

 

8.19.2 耐震性能の照査方法 

(1) 耐震性能の照査は、設計地震動、橋の構造形式とその限界状態に応じて、適切な方法に基づいて

行なわなければならない。  

(2) 地震時の挙動が複雑ではない橋に対しては、道路橋示方書・同解説Ⅴ 耐震設計編 6 章に規定す

る静的照査法により耐震性能の照査を行う場合においては、(1）を満たすものとみなす。 

地震時の挙動が複雑な橋に対しては、道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計編 7章に規定する動的照査

法により照査を行う場合においては、(1)を満たすものとみなす。 

下表は、道路構造令を適用している農道橋に適用する。ただし、耕作橋の耐震性能は下表中の                         

を満足するように設計すればよい。 

橋の動的 

特性 

 

 

照査 

をする 

耐震性能 

地震時の挙

動が複雑で

はない橋 

塑性化やエネルギー

吸収を複数箇所に考

慮する橋又はエネル

ギー一定則の適用性

が十分検討されてい

ない構造の橋 

静的解析の適用性が限定される橋 

高次モードの影響 

が懸念される橋 

塑性ヒンジが形成さ

れる箇所がはっきり

しない橋又は複雑な

振動挙動をする橋 

耐震性能 1 静的照査法 静的照査法 動的照査法 動的照査法 

耐震性能 2 

耐震性能 3 
静的照査法 動的照査法 動的照査法 動的照査法 

適用する橋

の例 

・固定支承と

可動支承に

より支持さ

れる桁（曲線

橋を除く） 

・両端橋台の

単純桁橋（免

震橋を除く） 

・弾性支承を用いた

地震時水平力分散

構造を有する橋

（両端橋台の単純

橋を除く） 

・免震橋 

・ラーメン橋 

・鋼製橋脚に支持さ

れる橋 

 

・固有周期の長い橋 

・橋脚高さが高い橋 

・斜張橋、吊橋等の

ケーブル系の橋 

・アーチ橋 

・トラス橋 

・曲線橋 

 

項の削除 表-8.19.2  設計地震動と目標とする橋の耐震性能 

表-8.19.3  地震時の挙動の複雑さと耐震性能の照査に適用できる耐震設計

 

  

道路橋示方書Ⅴを参考 

道路橋示方書Ⅴより 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

           [削除]       

 

 

 

 

 

 

 ※ 耕作橋等の設計地震動はレベル１地震動を基本とし、落橋防止構造は設けなくて良い。 

ただし、２次災害の可能性のある場合は管理者等と協議を要する。 

 

動的照査法による耐震性能の照査法 

動的照査法による耐震性能の照査は、動的解析の結果として得られた各構造部材に生じる断面力、

変位等の最大応答値が、それぞれの許容値以下となるように行う。 

単柱式橋脚と同様にモデル化することができる構造部材については、道路橋示方書 Ⅴ耐震設計編 

6.4 に規定する地震時保有水平耐力法による耐震性能の照査と同様に、地震時保有水平耐力、許容水

平変位、残留変位等の照査を行う。一方、複雑な構造系の橋では、橋全体系又は各構造部材として地

震後に要求される機能に応じて、塑性化を考慮してよい部材、考慮してはならない部材等について十

分に検討し、橋全体系としての耐震性能が確保できるように照査するのがよい。  

なお、一般には、各構造部材に生じる断面力、応答塑性率等の応答値が、断面の耐力、許容塑性率

等の許容値以下に留まっていることを照査する。 

さらに、動的照査法により耐震性能の照査を行う場合には以下の事項を確認するのがよい。 

①  解析モデルや設定パラメータが構造特性に適合していること。 

② 固有周期、固有振動モードの形状、応答波形、履歴曲線、変形分布、断面力分布、塑性化が生

じた部材の位置等に基づき橋全体系の挙動を把握し、得られた解析結果が橋の地震時の挙動か

らみて妥当であること。 

③  塑性化を考慮してはならない部位に塑性化が生じていないこと。 

④  部材に塑性化が生じることにより橋全体系が不安定にならないこと。  

⑤ 免震橋においては、設計で考慮したように主として免震支承でエネルギーを吸収しているこ 

と。 

具体的な計算方法は道路橋示方書Ⅴ耐震設計編によること。 

  

             

 

 

 

 

項の削除 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

8.18 橋座の設計 

橋座の設計は、「H29道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 7章 7.6」による。 

                  [削除] 

 

 

 

 

 

 

 

  [削除] 

 

1) 橋座部は水がたまりやすく狭隘なため、支承や桁の腐食が生じることが多い。このため、橋座部

の設計を行う際は、橋座部に適切な排水勾配をつける等の配慮をするのがよい。 

 

 

 

 

 

 

                        

                     [削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 橋座部の補強鉄筋は「H29道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編 7章 7.6」及び橋梁下部工の配筋

要領（橋台、橋脚）によるものとする。 

ただし、耕作橋等についてはかぶせ筋のみの一段配筋でよく、水平補強筋、支圧補強筋は設置し

なくてもよい。 

8.20 橋座の設計 

[追加] 

(1) 橋座部は、支承からの鉛直力や水平力に対して安全であることを照査しなければならない。 

(2) 橋座部は、支承や桁の腐食を生じさせないように適切な配慮を行わなければならない。 

(3)  橋座部は、維持管理の確実性及び容易さを考慮して構造的な配慮を行うのがよい。 

(4) 次による場合においては、支承部については(1)を満たすものとみなす。 

1) 橋座部は、道路橋示方書Ⅴ耐震設計編 15.4に規定する支承部の照査に用いる設計水平地震力に

対して十分な耐力を有するようにする。 

2) 支承縁端と下部構造頂部縁端との間の距離(支承縁端距離)S(m)を満たすように設定する。 

3) 橋座部は支承部からの作用力が集中するので、鉄筋を配置することにより十分に補強する。 

(1)  橋座部は、支承部から作用する力のほか、落橋防止構造等を取付けている場合には、これらから作

用する力に対しても十分な耐力を有するように設計する必要がある。 

(2) 橋座部は水がたまりやすく狭隘なため、支承や桁の腐食が生じることが多い。このため、橋座部の

設計を行う際は、橋座部に適切な排水勾配をつける等の配慮をするのがよい。 

 

 

 

 

 

 

(3)  橋座部では腐食等の損傷が生じやすいため、供用中に補修を行うことが多く、状態によっては支承

の交換も必要となる。また、地震時にも損傷が生じやすい箇所であるため、地震後の緊急点検は一般

に橋座部で支承等に近接して行う必要が生じる。 

   こうしたことから、橋座部には支承等の点検・補修などが確実に行える空間を確保するとともに、

柵などを設け点検者等の安全性に配慮するのがよい。また、支承の交換や桁端部の補修等が容易に行

えるよう、桁の仮受け等を想定して強度を確保するなど構造的配慮を行うことが望ましい。 

(4)2) 支承縁端と下部構造頂部縁端との間の距離（支承縁端距離）S（m）は次式に示す値を満たすよう

に設定する。 

    S ≧ 0.2+0.005ℓ････････････････････････････････････････････････････(式-8.20.1) 

    ここに S：支承縁端距離(m) 

ℓ：支間長（m）                   

     

 

 

 

 

(4)3) 橋座部の補強鉄筋は「[追加]道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編[追加]」及び橋梁下部工の配筋

要領（橋台、橋脚）によるものとする。 

 ただし、耕作橋等についてはかぶせ筋のみの一段配筋でよく、水平補強筋、支圧補強筋は 設置しなく

てもよい。  
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記述の削除 

 

 

 

 

 

 

 

図の削除 

 

 

 

 

 

 

字句の追加 

 

 

 

道路橋示方書Ⅳより 図-8.20.2  支承の縁端距離 S 

斜橋、曲線橋 

図-8.20.1  橋座の排水勾配設置例 

※ 施工時に排水勾配を設けさせるため、図面等に表示す

る。この時、橋座高さの勾配による諸寸法の影響は、図

面、材料に考慮しないものとする。 

図-8.18.1  橋座の排水勾配設置例 

※ 施工時に排水勾配を設けさせるため、図面等に表示す

る。この時、橋座高さの勾配による諸寸法の影響は、図

面、材料に考慮しないものとする。 
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改 正 後 現 行 
 

摘 要 

8.19 支承 

支承の設計は、「H29道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編 10章、Ⅴ耐震設計編 13章及び H24北海道にお

ける鋼道路橋の設計及び施工指針 」による。 

[削除] 

 

                 

                  [削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.21 支承 

[追加] 

支承部は、次の性能を確保するよう、適切な形式、構造及び材料を選定しなければならない。        

① 上部構造から伝達される荷重を確実に下部構造に伝達すること。 

② 活荷重、温度変化等による上部構造の伸縮や回転に追随し、上部構造と下部構造の相対的な

変位を吸収すること。                 

1) 支承部の設計にあたっては、塵埃、水の滞留等の劣化要因に対する耐久性や施工、維持管理及び補

修の確実性や容易さに配慮しなければならない。  

2) 支承部の耐震設計は、道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計編の規定による。  

3) 支承部の選定 

支承部は、荷重伝達機能、変位追随機能等複数の機能が求められる。支承部には、こうした複数の機

能を同一の構造部分に集約して確保する構造の支承部と複数の機能を複数の構造部分に分離させた機

能分離型の支承部がある。橋の構造や規模及び支承部周辺の維持管理の確実性及び容易さ等を考慮した

上でそれぞれの構造的特性を踏まえて、適切な構造の支承部を選定するのがよい。 

  なお、支承形式の選定フローが北海道開発局に示されているため参考とするのがよい。 
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図-8.21.1  支承形式の選定フローの一例 

開発局道路設計要領より 
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摘 要 

8.20 伸縮装置 

伸縮装置の設計は、「H29道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編 10章、Ⅴ耐震設計編 13章及び H24北海道

における鋼道路橋の設計及び施工指針 」による。 

[削除] 

 

 

 

 

 

 

 

                   [削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.22 伸縮装置 

[追加] 

(1) 伸縮装置は次の性能を確保するよう、適切な型式、構造及び材料を選定しなければならない。                                           

1) 桁の温度変化、コンクリートのクリープ及び乾燥収縮、活荷重等による橋の変形が生じた場  

合にも、車両が支障なく通行できる路面の平坦性を確保できること。 

2) 車両の通行に対して必要な耐久性を有すること。  

3) 雨水等の浸入に対して水密性を有すること。 

4) 車両の通行による騒音、振動が極力発生しないよう配慮した構造であること。 

5) 施工、維持管理及び補修の確実性や容易さに配慮した構造であること。 

(2) 伸縮装置の耐震設計は、道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計編の規定による。 

伸縮装置の設計伸縮量は、桁の温度変化、コンクリートのクリープ及び乾燥収縮、活荷重によって生じ

る桁の回転等による上部構造の移動量に据付時の施工誤差等の余裕量を踏まえて設定しなければならな

い。算出方法は、道路橋示方書及び本指針 8.12.6温度変化の影響によること。 

 

伸縮装置の形式分類を表-8.22.1に示す。 
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開発局道路設計要領より 

表-8.22.1  伸縮装置の形式分類(参考) 
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8.21 落橋防止システム 

落橋防止システムの設計は、「H29道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 13章」による。 

[削除] 

 

1) 耕作橋等については、落橋防止構造を設けなくてもよい。ただし、2次災害の可能性がある場合

は施設管理者と協議を要する。[削除]  

 

 

              [削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.23 落橋防止システム 

[追加] 

上部構造の落下防止対策として、桁かかり長、落橋防止構造及び横変位拘束構造から適切に選定し

た落橋防止システムを設置しなければならない。 

[追加]耕作橋等については、落橋防止構造を設けなくてもよい。ただし、2 次災害の可能性がある場合

は施設管理者と協議を要する。その他の橋梁については、以下による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 次の条件のいずれかに該当する場合には、橋軸方向に大きな変位が生じにくい構造特性の橋であると見

なしてよい。なお、以下に示す事項は要点のみの記載のため、道路橋示方書Ⅴ耐震設計編を参照すること。 

①両端が橋台に支持された一連の上部構造を有する橋。 

ただし、道路橋示方書Ⅴ耐震設計編 6.4.5の規定における橋脚と同様の振動特性を有する橋台の場合

には、落橋防止構造の省略はできない。 

②橋軸方向に４基以上の下部構造において弾性支持または、固定支持される一連の上部構造を有する

橋。 

ただし、各下部構造において慣性力の分担が均等でなく、１点固定の連続橋の条件に類似する場合、

１支承線上の支承数が１基の場合には、落橋防止構造の省略はできない。また、当該上部構造を支持

する下部構造及びこれに隣接する上部構造を支持する下部構造が道路橋示方書Ⅴ耐震設計編 5.7(1)

の解説１）に示した変状が生じる可能性がある地盤に設置される場合には、橋の構造条件や支点条件

に応じて、適切な落橋防止対策を個別に検討する必要がある。 
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道路橋示方書Ⅴより 
図-8.23.1  落橋防止システムの選定の基本的な考え方 

※）橋軸方向の落橋防止構造の省略の可否については、橋軸方向に大きな変

位が生じにくい構造特性を有する橋または、端支点の鉛直支持が失われても

上部構造が落下しない構造特性を有する橋という観点から判定 
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                     [削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ③２基以上の下部構造が剛結される上部構造を有するラーメン橋。 

ただし、当該上部構造を支持する下部構造及びこれに隣接する上部構造を支持する下部構造が道路橋

示方書Ⅴ耐震設計編 5.7(1)の解説１）に示した変状が生じる可能性がある地盤に設置される場合に

は、橋の構造条件や支点条件に応じて、適切な落橋防止対策を個別に検討する必要がある。 

④端支点部において、鉛直支持を喪失しても上部構造が落下しない橋としては、活荷重及び衝撃以外の

主荷重による作用のみを考慮する場合に支点反力が生じないまたは、負反力が生じる端支点の場合。 

 

橋軸直角方向の落橋防止対策として横変位拘束構造を省略してもよい条件を次に示す。 

① 道路橋示方書Ⅴ耐震設計編 16.1(4)の 1)または 2)に該当しない場合。 

② 径間数が３径間以上の一連の上部構造を有する橋の場合。 

③ ラーメン橋の場合。 

 

8.23.1 桁かかり長 

桁かかり長は、(式-8.23.1)により算出する値以上とする。ただし、この値が(式-8.23.2)による桁

かかり長の最小値を下回る場合においては、桁かかり長は(式-8.23.2)により算出する値以上とする。 

 なお、斜橋や曲線橋のように橋軸方向と橋台に働く土圧の作用方向が一致しない場合においては、

桁かかり長は支承線に直角な方向に確保する。   

 けたかかり長の算出は以下による。 

SER = uR + uG ･････････････････････････････････････････････････････(式-8.23.1)  

      SEM = 0.7 + 0.005ℓ････････････････････････････････････････････････(式-8.23.2) 

      uG = εGL･････････････････････････････････････････････････････････(式-8.23.3) 

    ここに、 

      SER ： 必要桁かかり長（m） 

      uR ： レベル 2 地震動により生じる支承部の最大応答変形量（m）で、道路橋示方書Ⅴ耐震設計編

８章に規定する橋に影響を与える地盤の液状化または、流動化が生じると判定される場合に

おいては、この影響を適切に考慮する。ただし、uR の算出に際して落橋防止構造及び横変

位拘束構造の効果は考慮してはならない。 

      uG ： 地震時の地盤ひずみによって生じる地盤の相対変位（m）  

      SEM： 桁かかり長の最小値（m）  

      εG： 地震時地盤ひずみで、地盤種別がⅠ種、Ⅱ種、Ⅲ種に対して、それぞれ、0.0025、0.00375、

0.005とする。  

      L ： 必要桁かかり長に影響を及ぼす下部構造間の距離（m）  

      ℓ ： 支間長（m）で、１橋脚上に 2 つの上部構造の端部が支持され両側の桁の支間長が異なる場

合においては、大きい方の支間長を用いる。  

 

     注）斜橋および曲線橋は道路橋示方書Ⅴ耐震設計編によるものとする。  
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 [削除] 

 

 

 

 

 

 

2) 耕作道等で 245kN以外の設計自動車荷重が作用する橋梁（鋼桁橋は除く）についての橋座幅（け

たかかり長）は、経済性・安全性を考慮し原則として次の算定方法により設計する。 

  ただし、2次災害の可能性のある場合は、被横断物の施設管理者と協議を行った上で設計しなけ

ればならない。                                 

 

桁端から下部構造頂部縁端までの桁端距離（けたかかり長）SE 

SE  = S + L3 ･･･････････････････････････････････････････････････(式-8.23.4) 

L ≧  SE ＝  S ＋ L3 ･･･････････････････････････････････････････(式-8.23.5) 

 

① 鉄筋コンクリート床版橋 

L3＝H/2 

                                                      

                                                                                            

 

 

 

 

 

② PCスラブ橋及びPCT桁橋 

桁端部の支点からの張出し長L3は、JIS規格（JIS A 5313）に準じ、表-8.21.1及び表-8.21.2

のとおりとする。（ゴム支承の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、耕作道等で 245kN以外の設計自動車荷重が作用する橋梁（鋼桁橋は除く）についての橋座幅（け

たかかり長）は、経済性・安全性を考慮し原則として次の算定方法により設計する。 

 ただし、2 次災害の可能性のある場合は、被横断物の施設管理者と協議を行った上で設計しなければな

らない。                                 

 

桁端から下部構造頂部縁端までの桁端距離（けたかかり長）SE 

SE  = S + L3 ･･･････････････････････････････････････････････････(式-8.23.4) 

L ≧  SE ＝  S ＋ L3 ･･･････････････････････････････････････････(式-8.23.5) 

 

① 鉄筋コンクリート床版橋 

L3＝H/2 

                                                      

                                                                                            

 

 

 

 

 

② PCスラブ橋及びPCT桁橋 

桁端部の支点からの張出し長L3は、JIS規格（JIS A 5313）に準じ、表-8.23.1及び表-8.23.2 

のとおりとする。（ゴム支承の場合） 
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図番号改定 
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図番号改定 

道路橋示方書Ⅴより 図-8.23.2  桁かかり長 

図-8.23.3  桁端から支承縁端までの距離 

図-8.23.4  桁端から支承縁端までの距離 

 

図-8.21.1  桁端から支承縁端までの距離 

図-8.21.2  桁端から支承縁端までの距離 
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〈 PC スラブ橋 〉 

支間長 L 2（m） 張出し長 L 3（m） 

    L 2≦ 7 0.15 

   7＜ L 2≦ 9 0.20 

   7＜ L 2≦ 14 0.25 

   14＜ L 2≦ 19 0.30 

   19＜ L 2 0.35 

 

〈 PCT 桁橋 〉 

支間長 L 2（m） 張出し長 L 3（m） 

L 2≦19 0.30 

19＜L 2 0.35 

 

                       [削除] 

 

〈 PC スラブ橋 〉 

支間長 L 2（m） 張出し長 L 3（m） 

    L 2≦ 7 0.15 

   7＜ L 2≦ 9 0.20 

   7＜ L 2≦ 14 0.25 

   14＜ L 2≦ 19 0.30 

   19＜ L 2 0.35 

 

〈 PCT 桁橋 〉 

支間長 L 2（m） 張出し長 L 3（m） 

L 2≦19 0.30 

19＜L 2 0.35 

 

8.23.2 落橋防止構造 

(1)  落橋防止構造は、道路橋示方書Ⅴ耐震設計編 16.1(3)に規定する落橋防止構造を省略してよい条

件に該当しない橋の一連の上部構造の端支点に設置しなければならない。 

(2) 落橋防止構造の耐力は、(式-8.23.6)により算出する設計地震力を下回ってはならない。この場 

合、落橋防止構造の耐力は、鋼部材の場合においては割増し係数 1.7を考慮した許容応力度から算 

出してよい。コンクリート部材においては、その耐力を用いてよい。 

(3) 落橋防止構造の設計遊間量は、(式-8.23.7)により算出する値を超えない範囲で可能な限り大き

い値としなければならない。 

(4)  落橋防止構造の取付部における鋼部材の照査は、割増係数 1.7を考慮した許容応力度を用いて道

路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋編の照査法に準じて行う。 

(5)  落橋防止構造から地震力の作用を受ける上部構造の部位は道路橋示方書Ⅴ耐震設計編 14.1(4)の

規定に基づいて設計する。また、下部構造の部位は、鉄筋コンクリート部材の場合においては道路

橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編８章の規定に、また、鋼製部材の場合においては道路橋示方書・同

解説Ⅱ鋼橋編の規定に基づいてそれぞれ設計する。 

耕作橋等については、落橋防止構造は設置しなくてもよい。ただし、2 次災害の可能性がある場合は施

設管理者と協議を要する。その他の橋梁については、以下による。              

(2)  落橋防止構造の耐力の算出は以下のとおりである。 

上下部構造を連結する形式の落橋防止構造の場合 

       HF = PLG  

       ただし、HF ≦ 1.5Rd                                ････････(式-8.23.6) 

                                     

２連の桁を相互に連結する形式の落橋防止構造の場合 

    HF = 1.5Rd 

 

 

表番号改定 
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表-8.23.1  支間長と張出し長の関係(PCスラブ) 

表-8.23.2  支間長と張出し長の関係(PCT桁橋) 

表-8.21.1  支間長と張出し長の関係(PCスラブ) 

表-8.21.2  支間長と張出し長の関係(PCT桁橋) 
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ここに、 

      HF ： 落橋防止構造の設計地震力（kN）  

      PLG ： 当該支点を支持する下部構造の橋軸方向の水平耐力（kN） 

Rd ： 死荷重反力（kN）。ただし、２連の桁を相互に連結する形式の落橋防止構造を用いる場合に

おいては、いずれか大きい方の鉛直反力の値を用いる。        

       

 (3) 落橋防止構造の設計遊間量の算出は以下のとおりである。 

 

       SF = cFSE･････････････････････････････････････････････････････････(式-8.23.7) 

ここに、  

      SF ： 落橋防止構造の設計最大遊間量（m）  

      SE ： 桁かかり長（m）  

      cF ： 落橋防止構造の設計変位係数で、0.75を標準とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項の削除 

 

図-8.23.5  橋台部落橋防止構造例(1) 
開発局道路設計要領より 

開発局道路設計要領より 

図-8.23.6  橋台部落橋防止構造例(2) 
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                      [削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.23.3 横変位拘束構造 

(1)  横変位拘束構造は、道路橋示方書Ⅴ耐震設計編 16.1(4)1)に該当する橋の上部構造において端支

点に、また、道路橋示方書Ⅴ耐震設計編 16.1(4)2)に該当する橋の上部構造においては端支点及び

中間支点に設置しなければならない。 

(2) 横変位拘束構造の耐力は、(式-8.23.8)により算出する設計地震力を下回ってはならない。この

場合、横変位拘束構造の耐力は、鋼部材の場合においては割増し係数 1.7を考慮した許容応力度か

ら算出してよい。コンクリート部材の場合においては、その耐力を用いてよい。 

(3) 横変位拘束構造の設計遊間量は、レベル２地震動に対する支承部の橋軸直角方向への変形量に余

裕量を見込んだ値とする。 

(4)  横変位拘束構造の取付部における鋼部材の照査は、割増係数 1.7を考慮した許容応力度を用いて

道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋編の照査法に準じて行う。 

(5)  横変位拘束構造から地震力の作用を受ける上部構造の部位は道路橋示方書Ⅴ耐震設計編 14.1(4)

の規定に基づいて設計する。また、下部構造の部位は、鉄筋コンクリート部材の場合においては道

路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編８章の規定に、また、鋼製部材の場合においては道路橋示方書・

同解説Ⅱ鋼橋編の規定に基づいてそれぞれ設計する。 

(2) 横変位拘束構造の耐力の算出は以下のとおりである。 

    HS = PTR                                                                                           

    ただし、HS  ≦  3KhRd                                          ････････(式-8.23.8)           

    ここに，                                                                                  

      HS ： 横変位拘束構造の設計地震カ（kN）  

      PTR ：当該支点を支持する下部構造の橋軸直角方向の水平耐力（kN） 

      Kh ： レベル１地震動に相当する設計水平震度 で道路橋示方書Ⅴ耐震設計編 6.3.3の規定による。 

      Rd ： 死荷重反力（kN）   
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図-8.23.7  橋台部落橋防止構造例(3) 

 

開発局道路設計要領より 

図-8.23.8  アンカーバー形式の横変位拘束構造例 
開発局道路設計要領より 
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8.22 附帯構造 

附帯構造の計画及び設計については、それぞれの設計条件に適した構造としなければならない。 

 ここでいう附帯構造とは、排水装置、防護柵、橋歴板、橋名板、橋梁添架物、地覆及び照明灯をいう。 

 

8.22.1 排水装置 

車両の走行安全性等を配慮して、橋面の水を速やかに排除できる構造とし、橋の耐久性に配慮して、 

構造各部は排水が確実に行える構造としなければならない。 また、橋の供用期間中に確実に機能が維

持されるよう、維持管理の方法等の計画と整合し、かつ、必要な耐久性を有する構造としなければな

らない。                    

1) 排水装置は、橋面滞水を生じないよう、縦断勾配、横断勾配、幅員、降雨量等を勘案し、その間

隔は 20m以下を基本とする。           

2) 伸縮装置への流入を極力減ずるよう配慮すること。                                            

3) 排水装置を設けるため床版等の鉄筋を切断するときは、切断した鉄筋に相当する補強鉄筋を排水

装置の周囲に配置しなければならない。                

4) 排水管は最小部で内径 150mm以上とし、ごみ、泥などを除去しやすい構造とし急激な屈曲は避け

る方がよい。なお、プレテンションＰＣ床版桁のように、排水管をφ150mm以上とするのが主桁の

構造上困難な場合は、適用できる可能な寸法を検討するものとする。                           

5) 排水管の末端は、一般の河川上の橋梁では桁下フランジより 200mm下で切り放し、たれ流してよ

い。ただし、支承付近では、橋座面より 200mm程度下げておくこと。  

6) 箱桁・トラス部材などの閉断面で、構造上水のたまりやすい場所には水抜き孔を設けるのがよい。                 

7) そのほか関連規定については、「H29道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編」（日本道路協会）及び「道

路土工要綱」（日本道路協会）及び北海道における鋼道路橋の設計および施工指針（北海道土木技

術会）によるものとする。                

8.22.2 防護柵 

防護柵の設計は、「H28防護柵の設置基準・同解説」による。 

防護柵の設置にあたっては、機能、経済性、施工条件、美観、維持管理等を十分検討したうえで、 

設置目的及び設置箇所に応じて種類等を選定しなければならない。     

 

[削除] 

 

8.24 附帯構造 

附帯構造の計画及び設計については、それぞれの設計条件に適した構造としなければならない。 

 ここでいう附帯構造とは、排水装置、防護柵、橋歴板、橋名板、橋梁添架物、地覆及び照明灯をいう。 

 

8.24.1 排水装置 

車両の走行安全性等を配慮して、橋面の水を速やかに排除できる構造とし、橋の耐久性に配慮して、 

構造各部は排水が確実に行える構造としなければならない。 また、橋の供用期間中に確実に機能が維

持されるよう、維持管理の方法等の計画と整合し、かつ、必要な耐久性を有する構造としなければな

らない。                    

1) 排水装置は、橋面滞水を生じないよう、縦断勾配、横断勾配、幅員、降雨量等を勘案し、その間隔

は 20m以下を基本とする。           

2) 伸縮装置への流入を極力減ずるよう配慮すること。                                            

3) 排水装置を設けるため床版等の鉄筋を切断するときは、切断した鉄筋に相当する補強鉄筋を排水装

置の周囲に配置しなければならない。                

4) 排水管は最小部で内径 150mm以上とし、ごみ、泥などを除去しやすい構造とし急激な屈曲は避ける

方がよい。なお、プレテンションＰＣ床版桁のように、排水管をφ150mm 以上とするのが主桁の構造

上困難な場合は、適用できる可能な寸法を検討するものとする。                               

5) 排水管の末端は、一般の河川上の橋梁では桁下フランジより 200mm下で切り放し、たれ流してよい。

ただし、支承付近では、橋座面より 200mm程度下げておくこと。  

6) 箱桁・トラス部材などの閉断面で、構造上水のたまりやすい場所には水抜き孔を設けるのがよい。  

  7) そのほか関連規定については、「[追加]道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編」（日本道路協会）及び「道

路土工要綱」（日本道路協会）及び北海道における鋼道路橋の設計および施工指針（北海道土木技術

会）によるものとする。                

8.24.2 防護柵 

[追加] 

防護柵の設置にあたっては、機能、経済性、施工条件、美観、維持管理等を十分検討したうえで、 

設置目的及び設置箇所に応じて種類等を選定しなければならない。     

詳細は、防護柵の設置基準・同解説(H20.1日本道路協会)による。 

1) 車両用防護柵の兼用 

歩道等のない橋梁などにおいて、車両用防護柵に歩行者等の転落防止機能を付加して設置する場合に

おいては、車両用防護柵自体の性能、構造を満足するほか、防護柵の設置基準・同解説(H20.1日本道路

協会)に規定されている歩行者自転車用柵に求められる構造を満足することにより、車両用防護柵が歩

行者自転車用柵を兼用することができる。 

① 地覆高さと相まって車両用防護柵の高さが比較的高い場合は、転落防止を目的とした歩行者自転

車用柵としての機能を兼ねることができる。 

 (例)  地覆より車両用防護柵上端までの高さ    850mm 

＋地覆高さ                 250mm 

      路面上高さ                1100mm 

 

字句の改定 

 

 

 

字句の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の追加 

 

 

字句の改定 

記述の追加 

 

 

記述の削除 

 

 

 

 

 

 

 

図の削除 

図-8.24.1  車両防護柵の兼用(例 1) 
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                      [削除] 

 

 

 

 

② 地覆高さと相まっても車両用防護柵の高さが比較的低い場合は、転落防止を目的とした歩行者自

転車用柵としての高さを確保するために補助部材をさらに付加して歩行者自転車用柵としての機

能を兼ねることができる。 

 (例)  地覆より車両用防護柵上端までの高さ    750mm 

＋地覆高さ                 250mm 

＋補助部材の高さ              100mm 

路面上高さ                1100mm 

 

 

 

2) 防護柵の設置位置 

車両用防護柵を橋梁などで兼用するとき、一般的な設置位置を図示すると、次のとおりとなる。 
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図-8.24.2  車両防護柵の兼用(例 2) 

 

注 1) 車両の橋梁外への逸脱を防止する必要がある

区間で、歩車道境界に車両用防護柵を設置する

ことが困難である場合には、転落防止機能を有

する歩行者自転車用柵を兼用した車両用防護柵

を設置するものとする。 

 

注 2) 歩車道境界に車両用防護柵がない橋梁、高架区

間の路側に種別 SPのアルミニウム合金製歩行者

自転車用柵を設置する場合は、ハイテンション

型のアルミニウム合金製歩行者自転車用柵を用

いるものとする。 

図-8.24.3  両側歩道の橋梁、高架での設置の考え方 

注 1) 歩行者等が混入するおそれのある場合には、

必要に応じて転落防止機能を有する歩行者自

転車用柵を兼用した車両用防護柵を設置する

ものとする。 

図-8.24.5  歩道のない橋梁、高架での設置の考え方 

防護柵設置基準より 

防護柵設置基準より 

注1) 車両の橋梁外への逸脱を防止する必要がある区

間で、歩車道境界に車両用防護柵を設置すること

が困難である場合には、転落防止機能を有する歩

行者自転車用柵を兼用した車両用防護柵を設置

するものとする。 

 

注 2) 歩車道境界に車両用防護柵がない橋梁、高架区

間の路側に種別 SP のアルミニウム合金製歩行者

自転車用柵を設置する場合は、ハイテンション型

のアルミニウム合金製歩行者自転車用柵を用い

るものとする。 

 

注 3) 歩行者等が混入するおそれのある場合には、必

要に応じて転落防止機能を有する歩行者自転車

用柵を兼用した車両用防護柵を設置するものと

する。 

図-8.24.4  片側歩道の橋梁、高架での設置の考え方 
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摘 要 

8.22.3 橋歴板及び橋名板 

(1) 橋歴板の材質は、JIS H 2202(鋳物用銅合金地金)を使用し、寸法、記載事項及び位置については

以下による。  

(2) 橋名板の材質は発注者と協議により決定し、寸法、記載事項及び位置については以下による。 

(1) 橋歴板 

 1) コンクリ－ト橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 2) 鋼橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.24.3 橋歴板及び橋名板 

(1) 橋歴板の材質は、JIS H 2202(鋳物用銅合金地金)を使用し、寸法、記載事項及び位置については

以下による。  

(2) 橋名板の材質は発注者と協議により決定し、寸法、記載事項及び位置については以下による。 

(1) 橋歴板 

 1) コンクリ－ト橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 2) 鋼橋 
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図-8.22.1  橋歴板寸法及び記載事項 図-8.22.2  橋歴板の表示位置 

注) ① 既製桁の場合、定着方式はプレテンショニング方式と記入するとともに桁製作業者名と施工 

業者名を記入するものとする。 

   ② 設置位置は、起点左側、橋梁端部に取付けることを原則とする。 

   ③ 橋歴板の年月は、橋梁の完成年月とする。 

図-8.22.3  橋歴板寸法及び記載事項 

 

図-8.24.4  橋歴板の表示位置 

注) ① 既製桁の場合は、桁製作業者と施工業者名を記入する。 

   ② 設置位置は、起点左側、橋梁端部に取付けることを原則とする。 

   ③ 橋歴板の年月日は、橋梁の製作年月とする。 

図-8.24.6  橋歴板寸法及び記載事項 図-8.24.7  橋歴板の表示位置 

注) ① 既製桁の場合、定着方式はプレテンショニング方式と記入するとともに桁製作業者名と施工 

業者名を記入するものとする。 

   ② 設置位置は、起点左側、橋梁端部に取付けることを原則とする。 

   ③ 橋歴板の年月は、橋梁の完成年月とする。 

図-8.24.8  橋歴板寸法及び記載事項 

 

図-8.24.9  橋歴板の表示位置 

注) ① 既製桁の場合は、桁製作業者と施工業者名を記入する。 

   ② 設置位置は、起点左側、橋梁端部に取付けることを原則とする。 

   ③ 橋歴板の年月日は、橋梁の製作年月とする。 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

(2) 橋名板 

 

 

 

 

 

 

 

 1) 記載事項 

 

    路線の起点側（橋に面して） 

 

 

    終点側（橋に面して） 

 

 2) 設置位置 

橋名板は、高欄端部等に取付けなければならない。ただし、この位置につけられない小さな橋梁、

または、カルバ－トなどについては、橋体側面の上流起点側に橋梁名、下流終点側に完成年月を記

載した橋名板を取付けるものとする。 

 

 

 

(2) 橋名板 

 

 

 

 

 

 

 

 1) 記載事項 

 

   路線の起点側（橋に面して） 

 

 

   終点側（橋に面して） 

 

 2) 設置位置 

   橋名板は、高欄端部等に取付けなければならない。ただし、この位置につけられない小さな橋梁、

または、カルバ－トなどについては、橋体側面の上流起点側に橋梁名、下流終点側に完成年月を記載

した橋名板を取付けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番号改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左･････漢字橋名 

右･････河川名または、鉄道路線名 

左･････ひらがな橋名 

右･････完成年月 

図-8.22.5  橋名板寸法 

 

左･････漢字橋名 

右･････河川名または、鉄道路線名 

左･････ひらがな橋名 

右･････完成年月 

図-8.24.10  橋名板寸法 

 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

8.22.4 橋梁添架物 

橋梁に添架物の設置が予想される場合は、あらかじめその調査を行ない、これを設計条件に配慮す

る必要がある。 

 ただし、橋梁添架物が、相当量の重量があり、橋梁の設計に甚だしい差異を生じるときは、あらか

じめ原因者及び事業実施課と協議しなければならない。            

 

8.22.5 地覆、照明灯 

地覆は、図-8.22.6、図-8.22.7による。また、照明灯については、道路照明施設設置基準・同解説

(日本道路協会)によることとする。                                     

地覆の構造は、自転車の視線誘導のためや自動車が歩道部分または、橋面外への逸脱するのを防ぐた

めに、橋の幅員方向の両側に地覆を設けるものとする。           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         注)  根入れの浅い場合は固定方法及び床版補強を十分検討して設計すること。 

              また、防護柵の必要のない橋梁の地覆は幅 30cm、高さ 20cmとする。    

地覆部水切り形状は、従来Ｖカットが用いられてきたが、Ｖカット部でのかぶり不足が指摘されてい

る。特に北海道のような積雪地域では、地覆部の水が十分に切れないため、Ｖカット部で凍害が発生し、

コンクリートの剥離、鉄筋露出による損傷事例が多く見られる。 

近年では、このような損傷を考慮し、Ｖカット形状では水切りが不十分と考え、図-8.22.8に示す突

起形状とするケースも増えている。また、Ｖカットではなく、Ｖ字型の水切り板設置し、水切りの効果

が確認されている例もある。したがって、Ｖカットによる水切り形状は極力採用を控え、雨水、積雪に

よる水を適切に水切りできる突起形状等を採用するのがよい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.24.4 橋梁添架物 

橋梁に添架物の設置が予想される場合は、あらかじめその調査を行ない、これを設計条件に配慮す

る必要がある。 

 ただし、橋梁添架物が、相当量の重量があり、橋梁の設計に甚だしい差異を生じるときは、あらか

じめ原因者及び事業実施課と協議しなければならない。            

 

8.24.5 地覆、照明灯 

地覆は、図-8.24.11、図-8.24.12による。また、照明灯については、道路照明施設設置基準・同解

説(日本道路協会)によることとする。                                     

 地覆の構造は、自転車の視線誘導のためや自動車が歩道部分または、橋面外への逸脱するのを防ぐため

に、橋の幅員方向の両側に地覆を設けるものとする。           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         注)  根入れの浅い場合は固定方法及び床版補強を十分検討して設計すること。 

              また、防護柵の必要のない橋梁の地覆は幅 30cm、高さ 20cmとする。    

  地覆部水切り形状は、従来Ｖカットが用いられてきたが、Ｖカット部でのかぶり不足が指摘されてい

る。特に北海道のような積雪地域では、地覆部の水が十分に切れないため、Ｖカット部で凍害が発生し、

コンクリートの剥離、鉄筋露出による損傷事例が多く見られる。 

  近年では、このような損傷を考慮し、Ｖカット形状では水切りが不十分と考え、図-8.24.13に示す突

起形状とするケースも増えている。また、Ｖカットではなく、Ｖ字型の水切り板設置し、水切りの効果

が確認されている例もある。したがって、Ｖカットによる水切り形状は極力採用を控え、雨水、積雪に

よる水を適切に水切りできる突起形状等を採用するのがよい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改定 

 

 

 

 

 

字句の改定 

図番号改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番号改定 

 

 

 

 

 

図番号改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番号改定 

図-8.22.6  車道部地覆構造図 図-8.22.7  歩道部構造図 

図-8.22.8  突起型水切り例 

北海道における鋼道路橋の設計および施工指針より 

図-8.24.11  車道部地覆構造図 図-8.24.12  歩道部構造図 

図-8.24.13  突起型水切り例 

北海道における鋼道路橋の設計および施工指針より 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

また、地覆コンクリートは、温度及び乾燥収縮ひび割れが生じやすいため、膨張材入りコンクリート

（一般的な単位膨張材量 低添加型の場合 20kg/m3）の使用を標準とし、単位結合材量(単位セメント量+

単位膨張量)は、290kg/m3以上とする。なお、近年では高性能膨張材使用等も進んでいるため、必要に

応じて単位膨張材量を決定してもよい。 

 

8.23 橋面構造 

橋面構造の計画及び設計については、それぞれの設計条件に適した構造としなければならない。 

ここでいう橋面構造とは、床版防水工、橋面舗装（歩道構造含む）をいう。 

 

8.23.1 床版防水工 

鉄筋コンクリート床版、プレストレスコンクリート床版、鋼コンクリート合成床版は防水工を施工

するものとする。 

施工範囲は、車道部、歩道部（マウンドアップの構造も含む）は全面に防水工を施工するものとす

る。また、床版と舗装体との間には床版水抜き工を必要個所設置するものとする。 

1)  コンクリ－ト床版は他のコンクリ－ト部材に比べて部材厚が薄く、交通荷重が直接作用する等厳

しい条件下にある。そのため、乾燥収縮、重量車両の増大、衝撃を伴う輪荷重の繰り返し載荷、桁

の不等沈下による付加モ－メント等の影響により、コンクリ－ト床版の損傷（ひび割れ等）が生じ

易く、また、進行していく。損傷箇所等から流入した雨水等は、床版内部に浸透しコンクリ－トの

劣化や床版内部の鉄筋の腐食を促進し、コンクリ－ト床版の耐久性を低下させることになる。 

また、凍結防止剤の散布や波浪による波しぶきが直接かかること等によって、コンクリ－ト床版

に浸透する塩化物により鉄筋が腐食し、耐荷力の低下が懸念される。 

このように、雨水、塩化物等のコンクリ－ト床版表面からの流入、浸透を防ぎ、床版の耐荷力の

確保、耐久性の向上を図るために鉄筋コンクリ－ト床版等に防水層を設けるものとする。 

2) 床版防水工の施工範囲は車道部、歩道部全面とし、特に端部は水が浸入しやすいため、慎重かつ

丁寧な処理が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 床版防水工の品質基準、材料等は北海道開発局道路設計要領及び北海道における鋼道路橋の設計

および施工指針（北海道土木技術会）を参考とするのがよい。 

また、地覆コンクリートは、温度及び乾燥収縮ひび割れが生じやすいため、膨張材入りコンクリート（一

般的な単位膨張材量 30kg/m3）の使用を標準とする。なお、近年では高性能膨張材使用等も進んでいるた

め、必要に応じて単位膨張材量を決定してもよい。 

 

 

8.25 橋面構造 

橋面構造の計画及び設計については、それぞれの設計条件に適した構造としなければならない。 

 ここでいう橋面構造とは、床版防水工、橋面舗装（歩道構造含む）をいう。 

 

8.25.1 床版防水工 

鉄筋コンクリート床版、プレストレスコンクリート床版、鋼コンクリート合成床版は防水工を施工

するものとする。 

施工範囲は、車道部、歩道部（マウンドアップの構造も含む）は全面に防水工を施工するものとす

る。また、床版と舗装体との間には床版水抜き工を必要個所設置するものとする。 

1)  コンクリ－ト床版は他のコンクリ－ト部材に比べて部材厚が薄く、交通荷重が直接作用する等厳

しい条件下にある。そのため、乾燥収縮、重量車両の増大、衝撃を伴う輪荷重の繰り返し載荷、桁

の不等沈下による付加モ－メント等の影響により、コンクリ－ト床版の損傷（ひび割れ等）が生じ

易く、また、進行していく。損傷箇所等から流入した雨水等は、床版内部に浸透しコンクリ－トの

劣化や床版内部の鉄筋の腐食を促進し、コンクリ－ト床版の耐久性を低下させることになる。 

   また、凍結防止剤の散布や波浪による波しぶきが直接かかること等によって、コンクリ－ト床版に

浸透する塩化物により鉄筋が腐食し、耐荷力の低下が懸念される。 

 このように、雨水、塩化物等のコンクリ－ト床版表面からの流入、浸透を防ぎ、床版の耐荷力の確

保、耐久性の向上を図るために鉄筋コンクリ－ト床版等に防水層を設けるものとする。 

 2) 床版防水工の施工範囲は車道部、歩道部全面とし、特に端部は水が浸入しやすいため、慎重かつ丁

寧な処理が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3) 床版防水工の品質基準、材料等は北海道開発局道路設計要領及び北海道における鋼道路橋の設計お

よび施工指針（北海道土木技術会）を参考とするのがよい。 

 

 

字句の改定 

 

 

 

字句の改定 

 

 

 

字句の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番号改定 
図-8.23.1  防水工端部処理の例 

 
北海道における鋼道路橋の設計および施工指針より 

車道部 歩道部 

ａ部詳細 ｂ部詳細 

図-8.25.1  防水工端部処理の例 

 
北海道における鋼道路橋の設計および施工指針より 

車道部 歩道部 

ａ部詳細 ｂ部詳細 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

8.23.2 橋面舗装 

橋面舗装は、アスファルト舗装の場合、原則 2 層構造とする。また、コンクリ－ト舗装とする場合

は、床版と同時に打設するのがよい。               

1) 加熱アスファルト混合物は、前後の道路舗装の種類に合わせることを標準とし、表層に密粒度ア

スコン、もしくは、密粒度ギャップアスコン（ゴム入り）（t=3cm）、基層に粗粒度アスコン（t=4cm）

とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 耕作橋等の舗装は、アスファルト舗装または、コンクリート舗装により、最小厚さ 5cmで計画す

ることができる。                         

3) 歩道部は 3cm厚の細粒度アスファルトで設計することを標準とする。    

4) 合成桁にてコンクリート舗装とする場合には、その施工方法を確認のうえ設計しなければならな

い。                                      

5) 歩道下部材料は一般的に均しコンクリートを標準とするが、施工性、経済性等を十分検討の上、

軽量コンクリート等の材料を使用してもよい。           

        [削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.25.2 橋面舗装 

橋面舗装は、アスファルト舗装の場合、原則 2 層構造とする。また、コンクリ－ト舗装とする場合

は、床版と同時に打設するのがよい。               

1) 加熱アスファルト混合物は、前後の道路舗装の種類に合わせることを標準とし、表層に密粒度アス

コン、もしくは、密粒度ギャップアスコン（ゴム入り）（t=3cm）、基層に粗粒度アスコン（t=4cm）と

する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 耕作橋等の舗装は、アスファルト舗装または、コンクリート舗装により、最小厚さ 5cmで計画する

ことができる。                         

3) 歩道部は 3cm厚の細粒度アスファルトで設計することを標準とする。    

4) 合成桁にてコンクリート舗装とする場合には、その施工方法を確認のうえ設計しなければならな

い。                                      

5) 歩道下部材料は一般的に均しコンクリートを標準とするが、施工性、経済性等を十分検討の上、軽

量コンクリート等の材料を使用してもよい。           

6) 橋面舗装端の地覆及び歩道縁石に接する部分は、排水の便を図って図-8.25.3に示すように幅 10cm

程度で、5％の横断勾配で据付けることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番号改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

記述の削除 

図の削除 

 

 

 

図-8.23.2  コンクリ－ト床版上の断面構成例 

北海道における鋼道路橋の設計および施工指針より 

建設部道路事業設計要領より 

図-8.25.2  コンクリ－ト床版上の断面構成例 

北海道における鋼道路橋の設計および施工指針より 

図-8.25.3  橋面舗装端の形状 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

                     [削除] 

    

 

 

 

 

 

8.26 橋梁の拡幅設計 

橋梁を拡幅する場合の計画に当たっては、現橋の老朽度や橋梁前後の道路の線形などを考慮し、計

画上、施工上の問題点を十分検討のうえ、新しく橋梁を架け換えた場合との建設効果を総合的に判断

して慎重に計画する必要がある。               

拡幅方法としては、種々の方法があるが、現況と同じ橋種で拡幅することを標準とし、現橋と新橋の継

目は剛結構造とするのが望ましい。 

道路橋に関する技術基準は、自動車交通の発展や橋梁技術の進歩などに対応して改訂されてきて、現在

では耐久性や維持管理に対する要求事項も強化されてきている。したがって、架橋当時と現在とでは、使

用材料や施工技術、耐震性能などに大きな異なりがあるため、拡幅後の要求性能に対する協議や計画に当

たっては慎重に行う必要がある。 

 

橋梁の拡幅設計及び施工は、新設橋を設計・施工するよりも多くの検討事項や制約条件があり、問題点

も多いので慎重に行わなければならない。 

 特に、既設橋については、健全度を調査するとともに既設橋そのものの安定や応力状態も把握する必要

がある。したがって、拡幅計画を行う前に既設橋の調査や資料収集については綿密に行う必要がある。  

橋梁拡幅の基本的な設計手順を図-8.26.1に示す。 

 なお、具体的な検討方法は北海道建設部道路事業設計要領及び、北海道開発局道路設計要領を参考にす

るとよい。 

 

    

 

 

 

 

 

項の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

                     [削除]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 損傷、劣化の調査、試験 

1) 具体的な調査方法として、目視検査により既設構造物部位の鋼材及び、コンクリートの劣化の度合

いを把握する必要がある。 

2) 既設構造物の目視検査より損傷が大きいと認められたもの及び経年期間が長いものは詳細調査を

行ったほうがよい。 

具体的な損傷例として鋼橋の場合は、鋼材の腐食、亀裂、破断、塗装劣化等が挙げられる。また、

コンクリ－ト橋（下部工も含む）の場合は、ひび割れ、コンクリ－ト剥離、鉄筋露出、遊離石灰、 

沈下、変位等が挙げられる。 

表-8.26.1に詳細調査（要因別劣化と調査方法）の具体例を参考に示す。 
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建設部道路事業設計要領より 
図-8.26.1  橋梁拡幅の設計手順 

※1 

※2 ※2 
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                                          [削除]                                                                                                  

 

劣化名 劣化機構 劣化特徴 調査方法 試験方法 

中性化 

・大気中の二酸化炭素がコンクリ

ート内に侵入し炭酸化反応を

起こすことによって細孔溶液

のＰＨが低下する現象。 

・初期段階で細かなひび

割れ 

・重度になると錆汁の発

生、鉄筋沿いのひび割

れ剥離 

・はつり法 

・コア法 

・ドリル法 

等 

・フェノール

フタレイ

ン工法 

・示差熱重量

分 析 に お

け る 方 法

等 

塩害 

・コンクリート中の鋼材の腐食が

塩化物イオンの存在により促

進され、腐食生成物の体積膨張

がコンクリートにひび割れや

剥離を引き起こす現象である。 

・このような劣化を促進する塩化

物イオンは海水や凍結防止剤

のように構造物の外部環境か

ら供給される場合と、コンクリ

ート製造時に材料から供給さ

れる場合とがある。 

・初期段階で点錆や細か

なひび割れ 

・重度になると錆汁の発

生、鉄筋沿いのひび割

れ剥離 

・コア法 

・ドリル法 

等 

・重量法 

・モール法 

・クロム酸銀

吸 光 光 度

法等 

・電位差滴定

方等 

アルカリ 

骨材反応 

・骨材中の反応性シリカとコンク

リートに含まれるアルカリが

反応することにより生じた生

成物が吸水して膨張し、コンク

リートにひび割れ等を発生さ

せる現象である。 

・細目状または亀甲状の

ひび割れ 

・白色不透明のアルカリ

シリカゲルの発生等 

・鉄筋またはＰＣ鋼材方

向にひび割れ発生 

  

・コア法 

・微粉末材料

による分

析等 

・化学法 

・モルタルバ

ー法 

・走査型電子

顕微鏡等 

凍害 

・コンクリート中の水分が 0°以

下になった時の凍結膨張によ

って発生するものであり、長年

にわたる凍結融解の繰り返し

によってコンクリートが徐々

に劣化する現象である。 

・ポップアウト（円錐状

の亀裂） 

・スケーリング（表面が

薄片状に剥離・剥落） 

・崩壊（小さな塊が粒子

になる組織の崩壊） 

  

・目視検査 

・コア法等 

 

・細孔径分布

試験 

・気泡分布試

験等 

疲労 

・材料の静的強度に比較して一般

に小さいレベルの荷重作用を

繰り返し受けることにより破

壊に至る現象（疲労破壊） 

・道路橋の鉄筋コンクリ

ート床版は下面のひび

割れとして観測される 

・鋼桁は部材の亀裂等に

より観測される 

・目視検査 
・応力頻度測

定等 

・実交通下に 

よる鋼橋 

の実橋測 

定 

・磁粉探傷試

験等 

 ※2 補強工法の予備検討  

既設橋の劣化の状況によっては構造物本来持ちうる性能や機能を損なうだけでなく、補修、補強を行

っても構造物の安全性が短期的に失ってしまう可能性がある。したがって、橋梁の拡幅計画を行う際は、

既設構造物の劣化度の状態を調査することにより補修、補強、対策工等について今後の維持管理を考慮

したライフサイクルコスト的手法により、総合的な検討することが必要である。 

 

項の削除 

 表-8.26.1  要因別劣化と調査方法（参考） 
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摘 要 

8.24 橋梁計画における景観上の留意事項 

橋梁は、分断される二つの地区を結ぶ重要な構造物であり、地域の新たな骨格を形成する要素とな

る。その景観は、橋梁周辺の地域状況によって農村地域の有効な地域資源として活用される場合があ

る。ここでは、そのような地点で計画される橋梁における景観上の配慮事項を示すが、実際の計画に

当たっては、橋梁本来の機能にも配慮して整備を行うことが必要である。                          

1) 橋梁と周辺環境との関わり 

① 橋梁の位置付け（橋のテーマ設定） 

橋梁の景観を考える場合には、路線全体の中での位置付けを考慮することが必要である。特

に、1 路線に複数の橋梁がある場合には、路線としての統一性や個々の地点の景観等を踏まえた

デザインを検討することも必要である。 

② 橋梁からの眺望 

橋梁は、見通しのよい場所に位置することが多く、加えて橋梁の上は障害物がなく見晴らし

に優れるため、橋面空間は周辺景観を楽しむ空間として利用することが考えられる。したがっ

て、橋梁周辺の景観を調査しておくことが必要である。 

③ 橋梁のデザインに影響を及ぼす地域特性 

神社の参道、学校の通学路等、特定の目的の交通が多い場所では、入口としての性格も帯び

てくる。特に古くからある橋梁や地域の伝統的な橋梁等が付近にある場合には、その素材やデ

ザインを参考にすることが必要である。 

このような独自性を反映させることは、農道の魅力を高めることにつながることから、橋梁

周辺の自然環境要素、社会環境要素、歴史・文化環境要素を踏まえた計画とすることが必要で

ある。 

④ 橋詰とその周辺の景観 

橋詰の景観を整備することは、橋の魅力を膨らませ、道の快適性を高め、より豊かな環境に

することにつながる。さらに、橋梁の計画を進める上では、橋と地域の関わりを確認、橋詰を

含めた構造物周辺の景観整備の検討も必要である。 

⑤ 橋梁と河川 

橋梁下の河原がレクリエーションの場として利用されている場合には、河原から仰いだ橋の

景観に留意することが必要である。 

2) 橋梁の景観 

① 橋梁の形態 

橋のデザインは、見る位置により見え方が変わる。周辺環境との関係に留意して、優れた景

観を演出できる橋をデザインすることが重要である。 

② 橋梁の色彩 

橋梁の色彩には、材料自体の色を生かす場合と材料の表面に塗装を行う場合がある。橋梁の

色彩を考える場合、橋梁自体の色と背景の色との調和が重要である。背景となる環境には、様々

な色が含まれていることから、その中で支配的な色（基調色）を選び出して、その色と橋梁の

色の調和を検討することが望ましい。 

背景の色との調和については、「強調」「融合」「中立」の三つの方法があり、橋の役割等を

踏まえて検討することが重要である。 

(a) 強調 

背景の基調色の対比の配色により、橋を目立たせ力強さを表す。 

8.27 橋梁計画における景観上の留意事項 

橋梁は、分断される二つの地区を結ぶ重要な構造物であり、地域の新たな骨格を形成する要素とな

る。その景観は、橋梁周辺の地域状況によって農村地域の有効な地域資源として活用される場合があ

る。ここでは、そのような地点で計画される橋梁における景観上の配慮事項を示すが、実際の計画に

当たっては、橋梁本来の機能にも配慮して整備を行うことが必要である。              

1) 橋梁と周辺環境との関わり 

① 橋梁の位置付け（橋のテーマ設定） 

橋梁の景観を考える場合には、路線全体の中での位置付けを考慮することが必要である。特に、

1 路線に複数の橋梁がある場合には、路線としての統一性や個々の地点の景観等を踏まえたデザイ

ンを検討することも必要である。 

② 橋梁からの眺望 

橋梁は、見通しのよい場所に位置することが多く、加えて橋梁の上は障害物がなく見晴らしに

優れるため、橋面空間は周辺景観を楽しむ空間として利用することが考えられる。したがって、

橋梁周辺の景観を調査しておくことが必要である。 

③ 橋梁のデザインに影響を及ぼす地域特性 

神社の参道、学校の通学路等、特定の目的の交通が多い場所では、入口としての性格も帯びて

くる。特に古くからある橋梁や地域の伝統的な橋梁等が付近にある場合には、その素材やデザイ

ンを参考にすることが必要である。 

このような独自性を反映させることは、農道の魅力を高めることにつながることから、橋梁周辺

の自然環境要素、社会環境要素、歴史・文化環境要素を踏まえた計画とすることが必要である。 

④ 橋詰とその周辺の景観 

橋詰の景観を整備することは、橋の魅力を膨らませ、道の快適性を高め、より豊かな環境にす

ることにつながる。さらに、橋梁の計画を進める上では、橋と地域の関わりを確認、橋詰を含め

た構造物周辺の景観整備の検討も必要である。 

⑤ 橋梁と河川 

橋梁下の河原がレクリエーションの場として利用されている場合には、河原から仰いだ橋の景

観に留意することが必要である。 

2) 橋梁の景観 

① 橋梁の形態 

橋のデザインは、見る位置により見え方が変わる。周辺環境との関係に留意して、優れた景観

を演出できる橋をデザインすることが重要である。 

② 橋梁の色彩 

橋梁の色彩には、材料自体の色を生かす場合と材料の表面に塗装を行う場合がある。橋梁の色

彩を考える場合、橋梁自体の色と背景の色との調和が重要である。背景となる環境には、様々な

色が含まれていることから、その中で支配的な色（基調色）を選び出して、その色と橋梁の色の

調和を検討することが望ましい。 

背景の色との調和については、「強調」「融合」「中立」の三つの方法があり、橋の役割等を踏

まえて検討することが重要である。 

(a) 強調 

背景の基調色の対比の配色により、橋を目立たせ力強さを表す。 
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(b) 融合 

背景の色と類似、同等の配色により、橋を周囲に溶け込ませ目立たなくさせる。 

(c) 中立 

低彩度の色を用いた配色で、背景の色を引き立たせる中立的な配色を行い、橋に気品を与え

る。 

3) 橋上の利用 

高欄や照明等の人の目につきやすい付属物は、景観の演出には効果的な要素である。橋の位置

付け、役割から、橋梁の整備テーマを導き計画的な意匠計画が必要である。ただし、橋梁本体の

構造が魅力となるような橋梁では、高欄や親柱等があまり強調されないよう配慮する。 

① 親柱 

親柱は、橋を象徴するものとして、地域のイメージを反映させた伝統的なデザイン、記念碑

型のもの、造形作品を載せたもの等広く活用されている。 

親柱のデザインは、橋本体とのバランスを考え、設定したデザイン基調に準じて意匠を検討

する必要がある。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

橋ができる以前、島民はサバニ（くり舟）で行
き来していたことから、橋全体でサバニをイメー
ジするために、サバニの先端部を親柱で表現し

た。また、表面は、島特産のトラバーチン（琉球
石灰岩）で加工した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8.1.25 親柱のデザインの例（沖縄県下地町） 

 

 

 

 

(b) 融合 

背景の色と類似、同等の配色により、橋を周囲に溶け込ませ目立たなくさせる。 

(c) 中立 

低彩度の色を用いた配色で、背景の色を引き立たせる中立的な配色を行い、橋に気品を与え 

る。 

3) 橋上の利用 

高欄や照明等の人の目につきやすい付属物は、景観の演出には効果的な要素である。橋の位置付

け、役割から、橋梁の整備テーマを導き計画的な意匠計画が必要である。ただし、橋梁本体の構造

が魅力となるような橋梁では、高欄や親柱等があまり強調されないよう配慮する。 

① 親柱 

親柱は、橋を象徴するものとして、地域のイメージを反映させた伝統的なデザイン、記念碑型

のもの、造形作品を載せたもの等広く活用されている。 

親柱のデザインは、橋本体とのバランスを考え、設定したデザイン基調に準じて意匠を検討す

る必要がある。 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

橋ができる以前、島民はサバニ（くり舟）で行

き来していたことから、橋全体でサバニをイメー
ジするために、サバニの先端部を親柱で表現した。
また、表面は、島特産のトラバーチン（琉球石灰
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図-8.1.25 親柱のデザインの例（沖縄県下地町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番号改定 

 

 

 

 
図-8.27.1  親柱のデザイン例 

 

 

図-8.24.1  親柱のデザイン例 
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② 高欄 

高欄は、橋梁のイメージを演出するのに役立つ。しかし、この場合も橋梁本体への荷重の影響、

また事故防止等の安全性の検討はもとより、歩行者がよりかかる、つかまるといった物理的な心

地よさ、耐久性、汚れにくさを検討し、その上で様々なデザインを検討する。金属系、樹脂系の

材料の使用については、気象条件等から耐久性に特に配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③ 歩道 

橋梁における歩行者スペースは、車両交通との明確な分離が望ましい。このために歩車道境界

に柵を設けることが多いが、橋梁本体の構造により圧迫感のある場合は、一般的に歩車道境界ブ

ロックによる段差で分離する場合が多い。また、快適な歩行空間を整備するため歩道の舗装に凝

ったものが使われることもある。タイルはさまざまなものが揃っており、デザイン基調に準じて

使用材、色彩等を検討する。また、石材にも表現力の豊かな国産、外国産の薄手のものが増え使

用が可能である。ただし、安全な歩行空間の確保が前提であるから、タイルや石材もすべりにく

いものを選定する必要がある。 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
高欄に地場産業として名高い「うちわ」や市章をかた

どり、 高欄とデザインをあわせた舗装を行っている。 

 

 

 

② 高欄 

高欄は、橋梁のイメージを演出するのに役立つ。しかし、この場合も橋梁本体への荷重の影響、

また事故防止等の安全性の検討はもとより、歩行者がよりかかる、つかまるといった物理的な心地

よさ、耐久性、汚れにくさを検討し、その上で様々なデザインを検討する。金属系、樹脂系の材料

の使用については、気象条件等から耐久性に特に配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③ 歩道 

橋梁における歩行者スペースは、車両交通との明確な分離が望ましい。このために歩車道境界

に柵を設けることが多いが、橋梁本体の構造により圧迫感のある場合は、一般的に歩車道境界ブ

ロックによる段差で分離する場合が多い。また、快適な歩行空間を整備するため歩道の舗装に凝

ったものが使われることもある。タイルはさまざまなものが揃っており、デザイン基調に準じて

使用材、色彩等を検討する。また、石材にも表現力の豊かな国産、外国産の薄手のものが増え使

用が可能である。ただし、安全な歩行空間の確保が前提であるから、タイルや石材もすべりにく

いものを選定する必要がある。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

高欄に地場産業として名高い「うちわ」や市章をかた
どり、 高欄とデザインをあわせた舗装を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番号改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番号改定 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図-8.27.2  高欄のデザイン例(石狩振興局) 

 

図-8.27.3  歩道舗装のデザイン例 

 

 

 

 

  

図-8.24.2  高欄のデザイン例(石狩振興局) 

 

図-8.24.3  歩道舗装のデザイン例 
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④ 照明 

照明は橋梁の景観を演出する有効な要素である。修景型の街路照明、内照式親柱、内照式高欄、

内照式車止め、橋梁本体のライトアップ等、手法は様々である。 

しかし、農道では、夜間の利用が少ないことや維持管理を要することから、照明を設置する場

合には、その必要性を十分に検討することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8.24.4  デザイン照明の例(石狩振興局) 

 

 

⑤ その他 

橋上のデザインとして、バルコニーを設置したり彫刻等を設置する場合がある。また、維持管

理を考慮して、高欄に照明を配置する事例も近年多くなっている。 

 

 

④ 照明 

照明は橋梁の景観を演出する有効な要素である。修景型の街路照明、内照式親柱、内照式高欄、

内照式車止め、橋梁本体のライトアップ等、手法は様々である。 

しかし、農道では、夜間の利用が少ないことや維持管理を要することから、照明を設置する場

合には、その必要性を十分に検討することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8.27.4  デザイン照明の例(石狩振興局) 

 

 

⑤ その他 

橋上のデザインとして、バルコニーを設置したり彫刻等を設置する場合がある。また、維持管理

を考慮して、高欄に照明を配置する事例も近年多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番号改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

第 9章 附帯構造物の設計 

 

【9.1.1～9.1.21 省略 変更なし】 

 

 

 

 

 

第 9章 附帯構造物の設計 

 

【9.1.1～9.1.21 省略 変更なし】 

 

 

 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

9.1.22 杭基礎 

(1) 杭基礎の擁壁における擁壁自体の安定性の照査は、次によるものとする。  

 1) 鉛直方向の安定性については、各杭頭部の軸方向反力が杭の許容支持力以下であることを照査

する。 

 2)  水平方向の安定性については、杭基礎の変位が道路土工擁壁工指針 5-3-1 に示す許容変位以下

であることを照査する。 

(2) 杭の許容支持力は、杭の極限支持力及び沈下量を考慮して求めるものとする。 

 杭基礎の擁壁における擁壁自体の安定性の照査は、｢道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編及び杭基礎設

計便覧｣を参考とする。 

 なお、杭と底版の結合方法及び杭頭結合部の設計は以下によるものとし、具体的な設計方法は道路土工

擁壁工指針による。 

① 杭と底版の結合方法及び杭頭結合部の設計 

杭頭と底版の結合方法は、一般に剛結合とヒンジ結合があり、擁壁への適用に当たっては、擁壁の重要

度、変位に対する制約、杭体の強度、経済性等を考慮して決定しなければならない。 

なお、地震時の影響を考慮する場合や変位量を制限する必要がある場合、軟弱地盤上に擁壁を設置する

場合等は剛結合とするのがよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② プレキャストコンクリート擁壁への構造対応 

   プレキャストコンクリート擁壁は、そのままでは底版と杭頭との結合が困難であるため、杭基礎に

は適用しないことが望ましい。しかし前後の連続性等から使用せざる得ない場合は、図-9.1.16に示

すようにプレキャスト製品の擁壁の下にコンクリートスラブを設置し、これに杭頭補強鉄筋を配筋す

るなど、杭頭結合が確実にできる構造とし、コンクリートスラブの設計に当たっては、杭反力が作用

する版として行う。また、プレキャスト製品の擁壁は、コンクリートスラブを基礎地盤に置換え、滑

動及び転倒に対する安定について照査する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.22 杭基礎 

(1) 杭基礎の擁壁における擁壁自体の安定性の照査は、次によるものとする。  

 1) 鉛直方向の安定性については、各杭頭部の軸方向反力が杭の許容支持力以下であることを照査

する。 

 2)  水平方向の安定性については、杭基礎の変位が道路土工擁壁工指針 5-3-1 に示す許容変位以下

であることを照査する。 

(2) 杭の許容支持力は、杭の極限支持力及び沈下量を考慮して求めるものとする。 

 杭基礎の擁壁における擁壁自体の安定性の照査は、｢道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編｣の橋台の場合

に準じるものとする。 

 なお、杭と底版の結合方法及び杭頭結合部の設計は以下によるものとし、具体的な設計方法は道路土工

擁壁工指針による。 

① 杭と底版の結合方法及び杭頭結合部の設計 

杭頭と底版の結合方法は、一般に剛結合とヒンジ結合があり、擁壁への適用に当たっては、擁壁の重要

度、変位に対する制約、杭体の強度、経済性等を考慮して決定しなければならない。 

なお、地震時の影響を考慮する場合や変位量を制限する必要がある場合、軟弱地盤上に擁壁を設置する

場合等は剛結合とするのがよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② プレキャストコンクリート擁壁への構造対応 

   プレキャストコンクリート擁壁は、そのままでは底版と杭頭との結合が困難であるため、杭基礎に

は適用しないことが望ましい。しかし前後の連続性等から使用せざる得ない場合は、図-9.1.16に示

すようにプレキャスト製品の擁壁の下にコンクリートスラブを設置し、これに杭頭補強鉄筋を配筋す

るなど、杭頭結合が確実にできる構造とし、コンクリートスラブの設計に当たっては、杭反力が作用

する版として行う。また、プレキャスト製品の擁壁は、コンクリートスラブを基礎地盤に置換え、滑

動及び転倒に対する安定について照査する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記述の改正 

 

図-9.1.15 ヒンジ結合の杭頭部構造の例 

 道路土工 擁壁工指針より 

図-9.1.16 プレキャスト製品のコンクリート擁壁に杭基礎を用いた場合の例 

 

 道路土工 擁壁工指針より 

図-9.1.15 ヒンジ結合の杭頭部構造の例 

 道路土工 擁壁工指針より 

図-9.1.16 プレキャスト製品のコンクリート擁壁に杭基礎を用いた場合の例 

 

 道路土工 擁壁工指針より 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

【9.1.23～9.2.7.8 省略 変更なし】 

 

9.2.7.9 基礎工 

カルバ－トの基礎形式は直接基礎を原則とする。やむをえず杭基礎とするときは、「道路橋示方書・

同解説Ⅳ下部構造編」に準じて行うこととする。 

ボックスカルバ－トは、橋梁基礎などのように許容される沈下量が極めて小さい構造物とは異なり、カ

ルバ－トの機能が確保されていれば、ある程度の沈下を許容する構造物と考えられる。軟弱地盤の場合、

ボックス部と周辺盛土部の不同沈下（路面の段差）の問題があり、これを抑制する観点から考えると、盛

土にある程度追従してボックスカルバ－トが沈下することの方が良いともいえる。この際の許容沈下量に

ついては、現場条件によって種々異なるが、重要度別に目安値が定められている。 

また、ボックスカルバ－トには内空があるため、基礎地盤に作用する荷重は、盛土よりも軽減される。

したがって、仮に軟弱地盤上のボックスカルバ－トであっても、盛土部の安定性及び、残留沈下が許容値

を満足していれば、従来までの施工実績からも大きな問題は生じないものと考えられる。 

以上のことから、軟弱地盤であっても、ボックスカルバ－トの基礎形式は直接基礎を原則とする。 

なお、基礎の照査方法については、北海道開発局道路設計要領を参考とするのがよい。 

 

 

 許容残留沈下量の目標値 適 用 

一般盛土 

区  間 

市街地 10cm程度 

供用開始後 

3年間の沈下量 

郊外地 30cm程度 

高規格盛土区間 10cm程度 

橋梁等の構造物との接続盛土部 10cm程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【9.1.23～9.2.7.8 省略 変更なし】 

 

9.2.7.9 基礎工 

カルバ－トの基礎形式は直接基礎を原則とする。やむをえず杭基礎とするときは、「道路橋示方書・

同解説Ⅳ下部構造編」に準じて行うこととする。 

ボックスカルバ－トは、橋梁基礎などのように許容される沈下量が極めて小さい構造物とは異なり、カ

ルバ－トの機能が確保されていれば、ある程度の沈下を許容する構造物と考えられる。軟弱地盤の場合、

ボックス部と周辺盛土部の不同沈下（路面の段差）の問題があり、これを抑制する観点から考えると、盛

土にある程度追従してボックスカルバ－トが沈下することの方が良いともいえる。この際の許容沈下量に

ついては、現場条件によって種々異なるが、重要度別に目安値が定められている。 

また、ボックスカルバ－トには内空があるため、基礎地盤に作用する荷重は、盛土よりも軽減される。

したがって、仮に軟弱地盤上のボックスカルバ－トであっても、盛土部の安定性及び、残留沈下が許容値

を満足していれば、従来までの施工実績からも大きな問題は生じないものと考えられる。 

以上のことから、軟弱地盤であっても、ボックスカルバ－トの基礎形式は直接基礎を原則とする。 

なお、基礎の照査方法については、北海道開発局道路設計要領を参考とするのがよい。 

 

 

 供用後 3 年間の許

容沈下量（目安値） 

一般盛土 

区  間 

市街地 10cm程度 

郊外地 30cm程度 

橋梁等の構造物との接続盛土部 10cm程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の改正 

 

表-9.2.9 残留許容沈下量の目安値 表-9.2.9 残留許容沈下量の目安値 

図-9.2.13  ボックスカルバ－ト基礎地盤対策選定フロ－ 
道路土工 カルバ－ト工指針より 

図-9.2.13  ボックスカルバ－ト基礎地盤対策選定フロ－ 
道路土工 カルバ－ト工指針より 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

        注) 1) 直接基礎を原則とするため、プレロ－ド・置換え・深層混合処理工法等によっても当該ボックスの

許容沈下量以内に収まらない場合に限って杭基礎を用いること。 

       2) 許容残留沈下量の目安値は表-9.2.9による。 

       3) 「良好な地盤まで薄い」あるいは、「軟弱層が厚い」とは、カルバ－トの規模、掘削方法など現場条

件に合わせて判断する必要がある。一般的に、掘削機械の関係から層厚 3m以内を薄いと考えて良いが、

現場条件によっては、施工上 4m～5mの箇所でも置換え工法が適用できる。 

       4) 圧密促進工法には、真空圧密工法やプラスチックドレ－ン工法等がある。 

       5) 沈下量算定に伴う地盤調査項目は第 2章による。 

 

1) 直接基礎 

基礎底面の処理は図-9.2.14を標準とし、地質が岩盤及び置換え基礎の場合は、基礎材は除くものと

する。                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呼び寸法 t1 t2 

600×600～1000×1500 100mm 150mm 

1100×1100～2000×2000 150mm 200mm 

2200×1800～5000×2500 200mm 250mm 

 

 

 

 

 

2) 置換え基礎および地盤改良による基礎 

軟弱地盤などの特殊な条件下においては、次に示す事項に留意する必要がある。 

①  地表近くに軟弱層がある場合は、不同沈下が生じるおそれがあるので、良質材料での置換えや土

質安定処理により改良地盤を形成して、これを支持地盤とする。その形状は図-9.2.15または、図

-9.2.16 を標準とする。ただし、図-9.2.15 または、図-9.2.16 における(a)または(b)の形状につ

いては、改良地盤下の地盤の支持力を照査して選定する。こうした地盤改良を行った場合、盛土荷

重を含む安定の検討を行うとともに、改良地盤自体についても支持力の照査が必要である。 

 

 

 

        注) 1) 直接基礎を原則とするため、プレロ－ド・置換え・深層混合処理工法等によっても当該ボックスの

許容沈下量以内に収まらない場合に限って杭基礎を用いること。 

       2) 許容残留沈下量の目安値は表-9.2.9による。 

       3) 「良好な地盤まで薄い」あるいは、「軟弱層が厚い」とは、カルバ－トの規模、掘削方法など現場条

件に合わせて判断する必要がある。一般的に、掘削機械の関係から層厚 3m以内を薄いと考えて良いが、

現場条件によっては、施工上 4m～5mの箇所でも置換え工法が適用できる。 

       4) 圧密促進工法には、真空圧密工法やプラスチックドレ－ン工法等がある。 

       5) 沈下量算定に伴う地盤調査項目は第 2章による。 

 

1) 直接基礎 

基礎底面の処理は図-9.2.14 を標準とし、地質が岩盤及び置換え基礎の場合は、基礎材は除くものと

する。                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規格（暗渠内幅） t1 t2 

600mm～1000mm 100mm 150mm 

1100mm～2000mm 150mm 200mm 

2200mm～3500mm 200mm 250mm 

 

 

 

 

 

2) 置換え基礎および地盤改良による基礎 

軟弱地盤などの特殊な条件下においては、次に示す事項に留意する必要がある。 

①  地表近くに軟弱層がある場合は、不同沈下が生じるおそれがあるので、良質材料での置換えや土

質安定処理により改良地盤を形成して、これを支持地盤とする。その形状は図-9.2.15または、図

-9.2.16 を標準とする。ただし、図-9.2.15 または、図-9.2.16 における(a)または(b)の形状につ

いては、改良地盤下の地盤の支持力を照査して選定する。こうした地盤改良を行った場合、盛土荷

重を含む安定の検討を行うとともに、改良地盤自体についても支持力の照査が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の改正 

 

表-9.2.10 プレキャストカルバ－トの 

直接基礎の場合の基礎厚さの目安 

※基礎コンクリ－トは、無筋コンクリ－ト基礎を標準とす

る。必要に応じてプレキャスト板及び鉄筋コンクリ－ト基礎

を用いる。 

 

表-9.2.10 プレキャストカルバ－トの 

直接基礎の場合の基礎厚さの目安 

※基礎コンクリ－トは、無筋コンクリ－ト基礎を標準とす

る。必要に応じてプレキャスト板及び鉄筋コンクリ－ト基礎

を用いる。 

 

図-9.2.14  基礎底面の処理 

 
 道路土工カルバ－ト工指針より 

a) 現場打ちカルバ－ト b) プレキャストカルバ－ト 

 

t1 

t2 

図-9.2.14  基礎底面の処理 

 
 道路土工カルバ－ト工指針より 

a) 現場打ちカルバ－ト b) プレキャストカルバ－ト 

 

t1 

t2 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  軟弱地盤にカルバートを設置する場合は、盛土各部の沈下量を計算によって推定し、それにより

上げ越し量を決めて、施工時以降の沈下に対応する。もしくは、プレロード工法により、残留沈下

量がカルバートの機能上支障とならない沈下量となってからカルバートの施工を行う。なお、プレ

ロード工法や上げ越しとの併用時の留意点等、詳細については、道路土工 軟弱地盤対策工指針を

参考とする。 

 

③  支持層が傾斜している場合や、カルバートの横断方向および縦断方向（構造物軸方向）で極端に

支持力の異なる地盤がある場合は、不同沈下を生じカルバートに大きな力が作用することがあるの

で、図-9.2.17および図-9.2.18に示すように、置換えコンクリートを施すか、硬い地盤を一部か

きほぐすなどして緩和区間を設け、地盤全体がほぼ均一な支持力を持つようにするのがよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  軟弱地盤にカルバートを設置する場合は、盛土各部の沈下量を計算によって推定し、それにより

上げ越し量を決めて、施工時以降の沈下に対応する。もしくは、プレロード工法により、残留沈下

量がカルバートの機能上支障とならない沈下量となってからカルバートの施工を行う。なお、プレ

ロード工法や上げ越しとの併用時の留意点等、詳細については、道路土工 軟弱地盤対策工指針を

参考とする。 

 

③  支持層が傾斜している場合や、カルバートの横断方向および縦断方向（構造物軸方向）で極端に

支持力の異なる地盤がある場合は、不同沈下を生じカルバートに大きな力が作用することがあるの

で、図-9.2.17 および図-9.2.18 に示すように、置換えコンクリートを施すか、硬い地盤を一部か

きほぐすなどして緩和区間を設け、地盤全体がほぼ均一な支持力を持つようにするのがよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9.2.15  置換え基礎の形状 

 

図-9.2.16  改良地盤の形状 

 
 道路土工カルバ－ト工指針より 

 

(a)置換えコンクリ－ト (b)置換え基礎 

図-9.2.17  横断方向に地盤が変化している場合の対策 

 道路土工カルバ－ト工指針より 

 

図-9.2.15  置換え基礎の形状 

 

図-9.2.16  改良地盤の形状 

 
 道路土工カルバ－ト工指針より 

 

(a)置換えコンクリ－ト (b)置換え基礎 

図-9.2.17  横断方向に地盤が変化している場合の対策 

 道路土工カルバ－ト工指針より 

 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 杭基礎 

カルバートの基礎は直接基礎を原則としているが、やむを得ず杭基礎となる場合は、以下に示す

事項を考慮し、ここに述べられていない事項については、「道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編及

び杭基礎設計便覧」を参考とする。なお、以下に示す事項は、H11カルバート工指針に記載されて

いる杭基礎に関する留意点を参考としたものである。 

① カルバート横方向(支間方向)の断面力は、杭を含めた全体構造で計算しなければならな 

い。 

② 杭種は PHC杭が一般に用いられる。 

③ 設計は常時のみとする。 

④ 杭頭部はカルバートに 50mm以上埋込むものとし、プレキャストカルバートの場合も基礎 

コンクリートに 50mm以上埋込むものとする。また、杭に作用するせん断力に対応できる 

埋込み深さを確保するものとする。 

⑤ 杭頭の結合部の応力照査は、底版コンクリートの鉛直方向支圧応力度、押抜きせん断応力 

度およびせん断力が生じる場合は水平方向支圧応力度、水平方向押抜きせん断応力度につ 

いて行うものとする。 

⑥ 杭の配置は、鉛直荷重をスムーズにかつ均等に受けるようにするものとし、図-9.2.19の 

ように 2列配置の場合は側壁軸線近くに配置するのが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 杭基礎 
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度およびせん断力が生じる場合は水平方向支圧応力度、水平方向押抜きせん断応力度につ 

いて行うものとする。 

⑥ 杭の配置は、鉛直荷重をスムーズにかつ均等に受けるようにするものとし、図-9.2.19の 

ように 2列配置の場合は側壁軸線近くに配置するのが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記述の改正 

 

図-9.2.19  杭基礎の結合方法 

a) 現場打ちカルバ－ト b) プレキャストカルバ－ト 

t1 

t2 

図-9.2.18  縦断方向に地盤が変化している場合の対策 

 
道路土工カルバ－ト工指針より 

図-9.2.19  杭基礎の結合方法 

a) 現場打ちカルバ－ト b) プレキャストカルバ－ト 

t1 

t2 

図-9.2.18  縦断方向に地盤が変化している場合の対策 

 
道路土工カルバ－ト工指針より 
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規格（暗渠内幅） t2 

600mm～1000mm 150mm 

1100mm～2000mm 200mm 

2200mm～3500mm 250mm 

 

 

 

 

 

 

 

  なお、プレキャストカルバ－トの杭頭部の処理は基礎無筋コンクリ－トまたは、基礎鉄筋コンクリ－

ト内で行うものとして検討する。 

基礎コンクリ－ト厚(t1)は H11道路土工カルバ－ト工指針では t=250mm～300mmとなっているが、基

礎鉄筋コンクリートの場合は、杭頭部と基礎コンクリート下側主鉄筋下面までのかぶりなどを含め、基

礎コンクリ－トへの影響について十分な検討を行い基礎厚さを決定する必要がある。 
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礎鉄筋コンクリートの場合は、杭頭部と基礎コンクリート下側主鉄筋下面までのかぶりなどを含め、基

礎コンクリ－トへの影響について十分な検討を行い基礎厚さを決定する必要がある。 

      

 

 

 

 
表-9.2.11 プレキャストカルバ－トの 

杭基礎の場合の基礎厚さの目安 

表-9.2.11 プレキャストカルバ－トの 

杭基礎の場合の基礎厚さの目安 
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摘 要 

9.2.7.10 構造細目 

(1) 場所打ちボックスカルバ－トの端部構造は、施工時の配筋・型枠作業を単純化するため、斜角は

つけないことが望ましい。ただし、道路または水路管理者の条件や地域住民の条件、支障物件など

の理由によりやむを得ず斜角をつけなければならない場合は、「道路土工・カルバート工指針」に準

拠する。 

(2) ボックスカルバートの端部にウィングを設置する場合は、端部の地形およびカルバ－トの形状や

規模など総合的に検討し、カルバ－ト本体への過大な荷重伝達や偏荷重などの悪影響を与えないよ

うにする。 

(3) プレキャストボックスカルバ－トを使用する場合の呑吐口は、カルバ－トを延長するなど、翼壁

を設けない構造とするのが望ましい。止むを得ず翼壁を設ける場合は、自立構造とするなどカルバ

－ト本体に悪影響を及ぼさない構造とする。 

(4) カルバ－ト頂版上面の排水も考慮する必要がある。        

(1) 端部構造の形状を単純化することを目的とし、斜角は原則としてつけないものとするが、やむを得ず

つける場合でも５度ラウンドとすることが望ましい。 

(2) ①ウィングの厚さはカルバ－ト側壁の厚さ以下とし、その他の形状や取り付け部の補強方法などは

「道路土工・カルバート工指針」に準じることとする。なお、ウィングの設計方法については「建設

省制定土木構造物標準設計第１巻手引き」を参考とする。 

  ②ウィングの設計に用いる土圧は静止土圧とし、土圧係数はウィング背面が盛土形状であっても 0.5

を標準とする。 

  ③ウィングに作用する荷重は、土圧の他に活荷重、積雪荷重、車両用防護柵を直接設けた場合の衝突

荷重など、部材設計に影響する荷重について考慮しなければならない。 

(3)  水路用ボックスカルバ－トの場合は、上下流端に洗掘防止のため止水壁を設ける。河川用ボックス

カルバ－トの場合は、底版を洗掘深以下としているため、特に止水壁は設けないが管理者との協議確

認が必要である。止水壁の深さは図 9.2.20に示す上・下流の護岸の根入れ h（普通地盤の場合１m）

以上を標準とする。 

なお、プレキャストボックスカルバートの止水壁構造については、管理者との協議により決定する。               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

現場打ちボックスカルバート             プレキャストボックスカルバート 

 

 

9.2.7.10 構造細目 

(1) 場所打ちボックスカルバ－トの端部構造は、施工時の配筋・型枠作業を単純化するため、斜角は

つけないことが望ましい。ただし、道路または水路管理者の条件や地域住民の条件、支障物件など

の理由によりやむを得ず斜角をつけなければならない場合は、「道路土工・カルバート工指針」に準

拠する。 

(2) ボックスカルバートの端部にウィングを設置する場合は、端部の地形およびカルバ－トの形状や

規模など総合的に検討し、カルバ－ト本体への過大な荷重伝達や偏荷重などの悪影響を与えないよ

うにする。 

(3) プレキャストボックスカルバ－トを使用する場合の呑吐口は、カルバ－トを延長するなど、翼壁

を設けない構造とするのが望ましい。止むを得ず翼壁を設ける場合は、自立構造とするなどカルバ

－ト本体に悪影響を及ぼさない構造とする。 

(4) カルバ－ト頂版上面の排水も考慮する必要がある。        

(1) 端部構造の形状を単純化することを目的とし、斜角は原則としてつけないものとするが、やむを得ず

つける場合でも５度ラウンドとすることが望ましい。 

(2) ①ウィングの厚さはカルバ－ト側壁の厚さ以下とし、その他の形状や取り付け部の補強方法などは

「道路土工・カルバート工指針」に準じることとする。なお、ウィングの設計方法については「建設

省制定土木構造物標準設計第１巻手引き」を参考とする。 

  ②ウィングの設計に用いる土圧は静止土圧とし、土圧係数はウィング背面が盛土形状であっても 0.5

を標準とする。 

  ③ウィングに作用する荷重は、土圧の他に活荷重、積雪荷重、車両用防護柵を直接設けた場合の衝突

荷重など、部材設計に影響する荷重について考慮しなければならない。 

(3)  水路用ボックスカルバ－トの場合は、上下流端に洗掘防止のため止水壁を設ける。河川用ボックス

カルバ－トの場合は、底版を洗掘深以下としているため、特に止水壁は設けないが管理者との協議確

認が必要である。止水壁の深さは図 9.2.20に示す上・下流の護岸の根入れ h（普通地盤の場合１m）

以上を標準とする。 

なお、プレキャストボックスカルバートの止水壁構造については、管理者との協議により決定する。                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図の改正 

 

図-9.2.20 止水壁 

 道路土工カルバ－ト工指針より 

図-9.2.20 止水壁 
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(4)  頂版上面の滞水による凍上の影響（土かぶりが小さい場合）が予想される場合には、頂版上面の 

コンクリート仕上げ面に２％程度の勾配をつけるのが望ましい。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) その他 

 水路用ボックスカルバ－トの設置位置に当たっては、円滑な通水を確保するために、水路状況を十

分に考慮して急激な屈曲、勾配の急変を避け、上下流なじみよくすりつけなければならない。 
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図-9.2.21 頂版の排水処理例 

 
 道路土工カルバ－ト工指針より 

図-9.2.21 頂版の排水処理例 

 
 道路土工カルバ－ト工指針より 
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【9.2.8～9.2.8.1 省略 変更なし】 

 

9.2.8.2 管の種類 

パイプカルバートに使用する管は、鉄筋コンクリート管、遠心力鉄筋コンクリート管、プレストレ

スコンクリート管、鉄筋コンクリート高圧管、鉄筋コンクリート台付管及びこれらと同等品とする。 

1) 管の種類 

                表-9.2.13 鉄筋コンクリート管(RC) 

種類 呼 び 径 用  途 

1種 150～2,000 主として、外圧に対して設計されたもの 

2種 150～2,000 主として、比較的大きい外圧に対して設計されたもの 

 

                表-9.2.14 遠心力鉄筋コンクリート管(HP) 

種類 
呼 び 径 

用  途 
Ｂ形 ＮＢ形 ＮＣ形 

外圧管 
1種 150～1,350 150～900 1,500～3,000 外圧に対して設計

されているもの 2種 150～1,350 150～900 1,500～3,000 

 

 

【 表 削 除 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

表-9.2.15 鉄筋コンクリート高圧管 

種 類 呼 び 径 摘  要 

直 管 250～2,000 主として、外圧に対して設計されたもの 

TM工業会より 

 

表-9.2.16 鉄筋コンクリート台付管 

種 類 呼 び 径 用  途 

直 管 250～1,200 主として、外圧に対して設計されたもの 

 

 

 

 

【9.2.8～9.2.8.1 省略 変更なし】 

 

9.2.8.2 管の種類 

パイプカルバートに使用する管は、鉄筋コンクリート管、遠心力鉄筋コンクリート管、プレストレ

スコンクリート管、鉄筋コンクリート高圧管、鉄筋コンクリート台付管及びこれらと同等品とする。 

1) 管の種類 

                表-9.2.13 鉄筋コンクリート管(RC) 

種類 呼 び 径 用  途 

1種 150～2,000 主として、外圧に対して設計されたもの 

2種 150～2,000 主として、比較的大きい外圧に対して設計されたもの 

 

                表-9.2.14 遠心力鉄筋コンクリート管(HP) 

種類 
呼 び 径 

用  途 
Ｂ形 ＮＢ形 ＮＣ形 

外圧管 
1種 150～1,350 150～900 1,500～3,000 外圧に対して設計

されているもの 2種 150～1,350 150～900 1,500～3,000 

 

                表-9.2.15 コア式プレストレストコンクリート管(PC) 

種   類 
呼 び 径 

用  途 
Ｓ形 Ｃ形 ＮＣ形 

外圧管 

高圧 1種 

－ 

900～1,350 1,500～2,200 

外圧に対し

て設計され

ているもの 

高圧 2種 900～2,200 2,400～2,600 

高圧 3種 900～2,600 2,800～3,000 

1種 500～1,800 

900～3,000 － 2種 
500～2,000 

3種 

    備考) Ｓ形はソケット形、Ｃ形はいんろう形の継手のものである。ＮＣ形はＣ形管とほぼ同様でゴム輪を用いて接

合する。 

   

表-9.2.16 鉄筋コンクリート高圧管 

種 類 呼 び 径 摘  要 

直 管 250～2,000 主として、外圧に対して設計されたもの 

TM工業会より 

表-9.2.17 鉄筋コンクリート台付管 

種 類 呼 び 径 用  途 

直 管 250～1,200 主として、外圧に対して設計されたもの 
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表番号変更 

 

 

 

表番号変更 

 

 

 

JIS A 5372より 

JIS A 5372より 

JSWAS A-9より 

JIS A 5372より 

JIS A 5372より 

JIS A 5373より 

JSWAS A-9より 
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摘 要 

9.2.8.3 管の強度 

管の選定に当たっては、ひび割れ荷重に対する外圧強さを基準に考えるものとする。 

1) 管の強度 

                表-9.2.17 管の形状と強度               (kN/m) 

呼び径 

鉄筋コンクリート管  JIS A 5372 
遠心力鉄筋 コンクリート管 

JIS A 5372 

管  厚 
ひび割れ荷重に 

対する外圧強さ 管 厚 

ひび割れ荷重に 

対する外圧強さ 

 1種 2種 1種 2種 1種 2種 

150 24 33 9 14 26 16.7 23.6 

200 27 35 10 16 27 16.7 23.6 

250 30 38 12 18 28 16.7 23.6 

300 33 50 13 21 30 17.7 25.6 

350 37 53 14 23 32 19.7 27.5 

400 41 58 15 24 35 21.6 32.4 

450 45 63 16 26 38 23.6 36.3 

500 50 69 17 28 42 25.6 41.3 

600 62 76 19 30 50 29.5 49.1 

700 69 83 23 33 58 32.4 54.0 

800 76 91 26 36 66 35.4 58.9 

900 85 100 27 39 75 38.3 63.8 

1,000 90 110 29 42 82 41.3 68.7 

1,100 97 115 30 44 88 43.2 72.6 

1,200 104 120 31 46 95 45.2 75.6 

1,350 115 135 32 48 103 47.1 79.5 

1,500 125 148 34 51 140 50.1 83.4 

1,650 140 161 36 54 150 53.0 88.3 

1,800 150 173 38 57 160 56.0 93.2 

2,000 － 190 － 60 175 58.9 98.1 

注) ひび割れ強度とは、管体に幅 0.05mmのひび割れを生じたときの試験機が示す荷重を有効長 Lで除した値をいう。 

 

9.2.8.3 管の強度 

管の選定に当たっては、ひび割れ荷重に対する外圧強さを基準に考えるものとする。 

2) 管の強度 

                表-9.2.18 管の形状と強度               (kN/m) 

   

呼び径 

鉄筋コンクリート管 

JIS A 5372 

遠心力鉄筋 

コンクリート管 

JIS A 5372 

プレストレストコンクリート管 

JIS A 5373 

管厚 
ひび割れ荷重に 

対する外圧強さ 管厚 

ひび割れ荷重に 

対する外圧強さ 

ひび割れ荷重に対する外圧強さ 

高圧 高圧 高圧    

1種 2種 1種 2種 1種 2種 1種 2種 3種 1種 2種 3種 

150 24 33 9 14  16.7 23.6       

200 27 35 10 16  16.7 23.6       

250 30 38 12 18  16.7 23.6       

300 33 50 13 21  17.7 25.6       

350 37 53 14 23  19.7 27.5       

400 41 58 15 24  21.6 32.4       

450 45 63 16 26  23.6 36.3       

500 50 69 17 28 65 25.6 41.3    112 97 80 

600 62 76 19 30 69 29.5 49.1    110 95 78 

700 69 83 23 33 71 32.4 54.0    113 96 79 

800 76 91 26 36 75 35.4 58.9    120 102 84 

900 85 100 27 39 80 38.3 63.8 240 200 170 130 110 88 

1,000 90 110 29 42 85 41.3 68.7 240 200 170 138 117 94 

1,100 97 115 30 44 90 43.2 72.6 240 200 170 144 121 100 

1,200 104 120 31 46 95 45.2 75.6 240 200 170 151 128 105 

1,350 115 135 32 48 100 47.1 79.5 240 200 170 157 133 108 

1,500 125 148 34 51 110 50.1 83.4 300 240 200 169 143 118 

1,650 140 161 36 54 120 53.0 88.3 300 240 200 180 155 127 

1,800 150 173 38 57 125 56.0 93.2 300 240 200 190 161 129 

2,000 － 190 － 60 135 58.9 98.1 300 250 230 200 165 137 

注) ひび割れ強度とは、管体に幅 0.05mmのひび割れを生じたときの試験機が示す荷重を有効長 Lで除した値をいう。 
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表-9.2.18 鉄筋コンクリート高圧管外圧強さ   (kN/m) 

呼び径 
ひび割れ荷重 

１種 ２種 ３種 

250 55.0 77.0 80.0 

300 53.0 72.0 75.0 

350 50.0 66.0 70.0 

400 48.0 60.0 65.0 

450 46.0 55.0 60.0 

500 40.0 50.0 55.0 

600 40.0 50.0 55.0 

700 46.0 58.0 65.0 

800 53.0 67.0 75.0 

900 57.0 77.0 85.0 

1,000 61.0 80.0 94.0 

1,100 65.0 85.0 100.0 

1,200 69.0 93.0 109.0 

1,350 76.0 105.0 124.0 

1,500 83.0 117.0 136.0 

1,650 90.0 129.0 148.0 

1,800 100.0 141.0 160.0 

2,000 114.0 157.0 179.0 

注 1) ひび割れ強度とは、管体に幅 0.05mmのひび割れを生じたときの試験機が示す荷重を 

有効長 Lで除した値をいう。 

     2) TM管工業会で示されているひび割れ荷重の値である。 

 

表-9.2.19 鉄筋コンクリート台付管外圧強さ   (kN/m) 

呼び径 ひび割れ荷重 破壊荷重 

250 60.9 79.5 

300 68.7 89.3 

350 69.7 90.8 

400 70.7 92.2 

450 71.6 93.2 

500 72.6 94.7 

600 73.6 95.7 

700 76.5 99.6 

800 77.5 101.2 

900 79.5 103.5 

1,000 81.5 106.0 

1,100 82.4 107.4 

1,200 84.4 109.9 

注) ひび割れ強度とは、管に幅 0.05mmのひび割れを生じたときの、試験機が示す荷重を 

有効長(L)で除した値をいい、破壊荷重とは、試験機が示す最大荷重を有効長(L)で除し 

た値をいう。 
 

 

表-9.2.19 鉄筋コンクリート高圧管外圧強さ   (kN/m) 

呼び径 
ひび割れ荷重 

１種 ２種 ３種 

250 55.0 77.0 80.0 

300 53.0 72.0 75.0 

350 50.0 66.0 70.0 

400 48.0 60.0 65.0 

450 46.0 55.0 60.0 

500 40.0 50.0 55.0 

600 40.0 50.0 55.0 

700 46.0 58.0 65.0 

800 53.0 67.0 75.0 

900 57.0 77.0 85.0 

1,000 61.0 80.0 94.0 

1,100 65.0 85.0 100.0 

1,200 69.0 93.0 109.0 

1,350 76.0 105.0 124.0 

1,500 83.0 117.0 136.0 

1,650 90.0 129.0 148.0 

1,800 100.0 141.0 160.0 

2,000 114.0 157.0 179.0 

注 1) ひび割れ強度とは、管体に幅 0.05mmのひび割れを生じたときの試験機が示す荷重を 

有効長 Lで除した値をいう。 

     2) TM管工業会で示されているひび割れ荷重の値である。 

 

表-9.2.20 鉄筋コンクリート台付管外圧強さ   (kN/m) 

呼び径 ひび割れ荷重 破壊荷重 

250 60.9 79.5 

300 68.7 89.3 

350 69.7 90.8 

400 70.7 92.2 

450 71.6 93.2 

500 72.6 94.7 

600 73.6 95.7 

700 76.5 99.6 

800 77.5 101.2 

900 79.5 103.5 

1,000 81.5 106.0 

1,100 82.4 107.4 

1,200 84.4 109.9 

注) ひび割れ強度とは、管に幅 0.05mmのひび割れを生じたときの、試験機が示す荷重を 

有効長(L)で除した値をいい、破壊荷重とは、試験機が示す最大荷重を有効長(L)で除し 

た値をいう。 
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【9.2.8.4 省略 変更なし】 

 

9.2.8.5 設計に用いる荷重 
パイプカルバートの設計に用いる荷重としては、鉛直土圧および活荷重による鉛直土圧を考慮する。 

1) 鉛直土圧 

 ① 突出型の場合(図-9.2.26) 

   qｄ= Cｃ･γ･Bｃ (kN/㎡)    ･･･････････････････････････････････････････････(式-9.2.11) 

  (a) h≦heのとき 

Cc = 
exp(K･h/Bc)－1 

    ･･･････････････････････････････････････････････(式-9.2.12) 
K 

(b) h＞heのとき 

Cc = 
Exp(K･he/Bc)－1 

＋ [ 
h-he 

］・exp [ K･ 
he 

] ････････････(式-9.2.13) 
K Bc Bc 

 ここに、γ : 土の単位体積重量（KN/ｍ3） 

     Bc : 管の外径（ｍ） 

     Cc : 鉛直土圧係数で式-9.2.12または式-9.2.13より求める。 

K ：定数 砂質土 0.4 
 

粘性土  0.8 

      

 

     

     h  : 土被り(m) 

     he : 等沈下面の高さ(m)、次式で計算する。 

exp [ K･ 
he 

] -K･ 
he 

= K･γsd･p＋1  
Bc Bc 

     γsd : 沈下比で表の値による。普通地盤では一般に 0.7としてよい。 

p : 突出比 [ p = 
hc 

]  
Bc 

      

 

軟弱地盤に支持される管についは p = 
hp＋Bc 

とする。 (図-9.2.27) 
Bc 

      

      

      

     なお、p = 1、γsd = 0.7 とすれば上式は概算で砂質土の場合、he = 1.66Bc、粘性土の場合

he = 1.12Bcとなる。 

  

                          表-9.2.20 沈下比 

地盤条件 沈下比(γsd) 

岩盤、硬質地盤 1.0 

普通地盤 0.5～0.8 

軟弱な地盤 0～0.5 

 

 

 

 

 

             図-9.2.26 突出型       

 

【9.2.8.4 省略 変更なし】 

 

9.2.8.5 設計に用いる荷重 
パイプカルバートの設計に用いる荷重としては、鉛直土圧および活荷重による鉛直土圧を考慮する。 

1) 鉛直土圧 

 ① 突出型の場合(図-9.2.26) 

   qｄ= Cｃ･γ･Bｃ (kN/㎡)    ･･･････････････････････････････････････････････(式-9.2.11) 

  (a) h≦heのとき 

Cc = 
exp(K･h/Bc)－1 

    ･･･････････････････････････････････････････････(式-9.2.12) 
K 

(

b) h

＞

heのとき 

Cc = 
Exp(K･he/Bc)－1 

＋ [ 
h-he 

］・exp [ K･ 
he 

] ････････････(式-9.2.13) 
K Bc Bc 

 ここに、γ : 土の単位体積重量（KN/ｍ3） 

     Bc : 管の外径（ｍ） 

     Cc : 鉛直土圧係数で式-9.2.12または式-9.2.13より求める。 

K ：定数 砂質土 0.4 
 

粘性土  0.8 

      

 

     

     h  : 土被り(m) 

     he : 等沈下面の高さ(m)、次式で計算する。 

exp [ K･ 
he 

] -K･ 
he 

= K･γsd･p＋1  
Bc Bc 

     γsd : 沈下比で表の値による。普通地盤では一般に 0.7としてよい。 

p : 突出比 [ p = 
hc 

]  
Bc 

      

 

軟弱地盤に支持される管についは p = 
hp＋Bc 

とする。 (図-9.2.27) 
Bc 

      

      

      

     なお、p = 1、γsd = 0.7 とすれば上式は概算で砂質土の場合、he = 1.66Bc、粘性土の場合

he = 1.12Bcとなる。 

  

                          表-9.2.21 沈下比 

地盤条件 沈下比(γsd) 

岩盤、硬質地盤 1.0 

普通地盤 0.5～0.8 

軟弱な地盤 0～0.5 

 

 

 

 

 

             図-9.2.26 突出型       
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道路土工カルバート工指針より 

｛ 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

2) 活荷重による鉛直荷重 

  輪荷重は、地表面よりある角度をもって地中に分布するものと考える。分布角は、車輌の進行方向に

ついては 45°で分布するものとするが、それと直角方向は車輌が並列に並ぶ可能性があることを考慮し

て、車輌占有幅 2.75ｍの範囲に均等に分布するものとする。 

 

 

 

 

 

 

          図-9.2.27 輪荷重の分布 

 

  活荷重による鉛直荷重 qlは(式-9.2.14)で計算する。 

ql = 
2P(1+ｉ)･β 

(kN/㎡) ･････････････････････････････････････(式-9.2.14) 
2.75(0.20＋2h) 

             表-9.2.21 断面力の低減係数 

 土被りｈ≦1ｍかつ 
左記以外の場合 

 内径≧4ｍの場合 

β 1.0 0.9 

 

 

 

 

 

   ここに Ｐ： 100kN (250kN×0.4) 

       ｈ： 土被り(ｍ) 

       ｉ： 衝撃係数で表-9.2.22による。 

       β： 断面力の低減係数で表-9.2.21による 

                   表-9.2.22 衝撃係数 

カルバートの種類 土かぶり(ｈ) 衝撃係数(ｉ) 

・コンクリート製パイプカルバート 
h ＜ 1.5m 0.5 

・硬質塩化ビニルパイプカルバート 

・強化プラスチック複合パイプカルバート 1.5m ≦ h ＜ 6.5m 0.65－0.1ｈ 

・高耐圧ポリエチレンパイプカルバート 6.5m ≦ h 0 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 活荷重による鉛直荷重 

  輪荷重は、地表面よりある角度をもって地中に分布するものと考える。分布角は、車輌の進行方向に

ついては 45°で分布するものとするが、それと直角方向は車輌が並列に並ぶ可能性があることを考慮し

て、車輌占有幅 2.75ｍの範囲に均等に分布するものとする。 

 

 

 

 

 

 

          図-9.2.27 輪荷重の分布 

 

  活荷重による鉛直荷重 qlは(式-9.2.14)で計算する。 

ql = 
2P(1+ｉ)･β 

(kN/㎡) ･････････････････････････････････････(式-9.2.14) 
2.75(0.20＋2h) 

             表-9.2.22 断面力の低減係数 

 土被りｈ≦1ｍかつ 
左記以外の場合 

 内径≧4ｍの場合 

β 1.0 0.9 

 

 

 

 

 

   ここに Ｐ： 100kN (250kN×0.4) 

       ｈ： 土被り(ｍ) 

       ｉ： 衝撃係数で表-9.2.23による。 

       β： 断面力の低減係数で表-9.2.22による 

                   表-9.2.23 衝撃係数 

カルバートの種類 土かぶり(ｈ) 衝撃係数(ｉ) 

・コンクリート製パイプカルバート 
h ＜ 1.5m 0.5 

・硬質塩化ビニルパイプカルバート 

・強化プラスチック複合パイプカルバート 1.5m ≦ h ＜ 6.5m 0.65－0.1ｈ 

・高耐圧ポリエチレンパイプカルバート 6.5m ≦ h 0 
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道路土工カルバート工指針より 

道路土工カルバート工指針より 

道路土工カルバート工指針より 

道路土工カルバート工指針より 

道路土工カルバート工指針より 

道路土工カルバート工指針より 
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9.2.8.6 パイプカルバートの設計 

コンクリート製パイプカルバートの設計(鉄筋コンクリート高圧管及び鉄筋コンクリート台付管を除

く)は、設計荷重により管に生じる最大曲げモーメント(M )を求め、管体の許容曲げモーメント(Mra)

と比べ安全(M ≦ Mra)となるように管種および基礎条件を選定する。 

1) 管体の許容曲げモーメント 

   管頂および管底に集中線荷重を載荷し、管体に 0.05mm幅のひび割れの生じるときの荷重を Pr 

とすると、管の最大抵抗曲げモーメント Mrは管底において生じ、その値は式-9.2.15で計算する。 

  Mr = 0.318Pr･r ＋ 0.239W･r (kN･m) ･･･････････････････････････(式-9.2.15) 

 ここに Pr : ひび割れ荷重(kN/m) 

     r  : 管厚中心半径(m) 

         ＲＣ管：ｒ = (D＋t)/2 

         ＰＣ管：ｒ = (D＋ｔｃ＋0.6ｔｇ)/2 

     D  : 管の内径(ｍ)で、呼び径を換算した値としてよい。 

     t  ： 管厚(ｍ) 

         ＰＣ管の場合はｔ = ｔｃ＋ｔｇ 

ｔｃ ： コアの厚さ(ｍ) 

ｔｇ ： カバーコートの厚さ(ｍ) 

       W  : 管の自重(kN/ｍ) 

     許容曲げモーメントは、ひび割れに対して 1.25の安全率をとるものとする。 

したがって、許容曲げモーメント Mraは(式-9.2.16)により求める。 

Mra = 
Mr 

(kN･ｍ) ･･････････････････････････････････････(式-9.2.16) 
1.25 

 

2) 管に生じる最大曲げモーメント 

   鉛直土圧および活荷重による鉛直荷重によって管に生じる最大曲げモーメントＭは、(式-9.2.17) 

で計算する。 

    M = k(qｄ＋qｌ)r２ (kN･ｍ) ･･････････(式-9.2.17) 

   ここに k  ： 基礎形式および基礎の有効支承角に対する係数で表-9.2.23による。 

      qｄ： 鉛直土圧(kN/㎡)で(式-9.2.11)による。 

      qｌ： 活荷重による鉛直荷重(kN/㎡)で、(式-9.2.14)による。 

      r  ： 管厚中心半径(ｍ) 

 

                      表-9.2.23 ｋの値 

基礎形式 砂基礎 コンクリート基礎 

有効支承角 60° 90° 120° 90° 120° 180° 

k 0.378 0.314 0.275 0.303 0.243 0.220 

 

 

9.2.8.6 パイプカルバートの設計 

コンクリート製パイプカルバートの設計(鉄筋コンクリート高圧管及び鉄筋コンクリート台付管を除

く)は、設計荷重により管に生じる最大曲げモーメント(M )を求め、管体の許容曲げモーメント(Mra)

と比べ安全(M ≦ Mra)となるように管種および基礎条件を選定する。 

1) 管体の許容曲げモーメント 

   管頂および管底に集中線荷重を載荷し、管体に 0.05mm幅のひび割れの生じるときの荷重を Pr 

とすると、管の最大抵抗曲げモーメント Mrは管底において生じ、その値は式-9.2.15で計算する。 

  Mr = 0.318Pr･r ＋ 0.239W･r (kN･m) ･･･････････････････････････(式-9.2.15) 

 ここに Pr : ひび割れ荷重(kN/m) 

     r  : 管厚中心半径(m) 

         ＲＣ管：ｒ = (D＋t)/2 

         ＰＣ管：ｒ = (D＋ｔｃ＋0.6ｔｇ)/2 

     D  : 管の内径(ｍ)で、呼び径を換算した値としてよい。 

     t  ： 管厚(ｍ) 

         ＰＣ管の場合はｔ = ｔｃ＋ｔｇ 

ｔｃ ： コアの厚さ(ｍ) 

ｔｇ ： カバーコートの厚さ(ｍ) 

       W  : 管の自重(kN/ｍ) 

     許容曲げモーメントは、ひび割れに対して 1.25の安全率をとるものとする。 

したがって、許容曲げモーメント Mraは(式-9.2.16)により求める。 

Mra = 
Mr 

(kN･ｍ) ･･････････････････････････････････････(式-9.2.16) 
1.25 

 

2) 管に生じる最大曲げモーメント 

   鉛直土圧および活荷重による鉛直荷重によって管に生じる最大曲げモーメントＭは、(式-9.2.17) 

で計算する。 

    M = k(qｄ＋qｌ)r２ (kN･ｍ) ･･････････(式-9.2.17) 

   ここに k  ： 基礎形式および基礎の有効支承角に対する係数で表-9.2.24による。 

      qｄ： 鉛直土圧(kN/㎡)で(式-9.2.11)による。 

      qｌ： 活荷重による鉛直荷重(kN/㎡)で、(式-9.2.14)による。 

      r  ： 管厚中心半径(ｍ) 

 

                      表-9.2.24 ｋの値 

基礎形式 砂基礎 コンクリート基礎 

有効支承角 60° 90° 120° 90° 120° 180° 

k 0.378 0.314 0.275 0.303 0.243 0.220 
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道路土工カルバート工指針より 道路土工カルバート工指針より 
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3) 基礎の設計 

 ① 基礎材 

基礎材は、砂、砕石、安定処理土またはコンクリートなどを用いる。 

なお、れきの最大粒径は 40mm以下とする。 

② 基床厚 

  砂または砕石を使用する場合の基床厚は、管路に対する安全性を高めるため、管底部の支持が堅固

で均一になるよう原地盤の状況を勘案して決定する。地盤別の標準的な基床厚は、表-9.2.24に示す

とおりである。 

                表-9.2.24 標準的な基床厚        (cm) 

      地盤 
普通地盤 岩石・転石地盤 軟弱地盤 

呼び径 

 200～1000 10以上 30以上 30以上 

1100～2000 20以上 30以上 30以上 

2200～3000 30以上 40以上 40以上 

③ コンクリートの基礎寸法 

  コンクリート基礎の標準的な寸法は表-9.2.25のとおりである。 

                   表-9.2.25 コンクリート基礎の標準的な寸法(mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図-9.2.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 砂基礎の寸法 

   砂基礎の標準的な寸法は基礎厚(図-9.2.29および表-9.2.24)のとおりである。 

 

3) 基礎の設計 

 ① 基礎材 

基礎材は、砂、砕石、安定処理土またはコンクリートなどを用いる。 

なお、れきの最大粒径は 40mm以下とする。 

② 基床厚 

  砂または砕石を使用する場合の基床厚は、管路に対する安全性を高めるため、管底部の支持が堅固

で均一になるよう原地盤の状況を勘案して決定する。地盤別の標準的な基床厚は、表-9.2.25に示す

とおりである。 

                表-9.2.25 標準的な基床厚        (cm) 

      地盤 
普通地盤 岩石・転石地盤 軟弱地盤 

呼び径 

 200～1000 10以上 30以上 30以上 

1100～2000 20以上 30以上 30以上 

2200～3000 30以上 40以上 40以上 

③ コンクリートの基礎寸法 

  コンクリート基礎の標準的な寸法は表-9.2.26のとおりである。 

                   表-9.2.26 コンクリート基礎の標準的な寸法(mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図-9.2.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 砂基礎の寸法 

   砂基礎の標準的な寸法は基礎厚(図-9.2.29および表-9.2.25)のとおりである。 
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表番号変更 

道路土工カルバート工指針より 

道路土工カルバート工指針より 

コンクリート基礎 

θ＝90° θ＝120° θ＝180°  
呼び

径 
Bb Ch1 Bb Ch1 Bb Ch1 Ch2 

150 350 130 400 160 450 210 100 

200 400 140 450 170 500 230 100 

250 450 150 500 180 550 260 100 

300 500 160 550 190 600 280 100 

350 550 170 600 210 650 310 100 

400 550 220 650 270 700 390 150 

450 600 230 700 290 750 420 150 

500 650 240 750 300 800 450 150 

600 750 260 850 330 900 500 150 

700 850 320 950 410 1050 610 200 

800 950 340 1100 440 1200 670 200 

900 1050 360 1200 470 1350 730 200 

1000 1200 380 1350 500 1450 790 200 

1100 1300 440 1450 570 1600 890 250 

1200 1400 460 1600 600 1750 950 250 

1350 1600 480 1750 640 1900 1030 250 

1500 1750 510 1950 690 2100 1120 250 

1650 1900 580 2150 780 2350 1250 300 

1800 2100 610 2300 820 2500 1330 300 

道路土工カルバート工指針より 

道路土工カルバート工指針より 

コンクリート基礎 

θ＝90° θ＝120° θ＝180°  
呼び

径 
Bb Ch1 Bb Ch1 Bb Ch1 Ch2 

150 350 130 400 160 450 210 100 

200 400 140 450 170 500 230 100 

250 450 150 500 180 550 260 100 

300 500 160 550 190 600 280 100 

350 550 170 600 210 650 310 100 

400 550 220 650 270 700 390 150 

450 600 230 700 290 750 420 150 

500 650 240 750 300 800 450 150 

600 750 260 850 330 900 500 150 

700 850 320 950 410 1050 610 200 

800 950 340 1100 440 1200 670 200 

900 1050 360 1200 470 1350 730 200 

1000 1200 380 1350 500 1450 790 200 

1100 1300 440 1450 570 1600 890 250 

1200 1400 460 1600 600 1750 950 250 

1350 1600 480 1750 640 1900 1030 250 

1500 1750 510 1950 690 2100 1120 250 

1650 1900 580 2150 780 2350 1250 300 

1800 2100 610 2300 820 2500 1330 300 
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4) 基礎形式 

 剛性パイプカルバートの標準的な基礎形式としては、砂基礎、砕石基礎またはコンクリート基礎が 

ある。一般的に砂基礎または砕石基礎は比較的良好な地盤に採用し、コンクリート基礎は地盤が軟弱 

な場合や管に働く外力が大きい場合に採用する。ここで、外力が大きい場合とは、活荷重載荷の場合 

または土被りが大きい場合を示す。 

 砂基礎または砕石基礎には施工条件によって図-9.2.29に示す種類が、コンクリート基礎にはコン 

クリートで巻く角度によって図-9.2.30に示す種類がある。 

 

           掘削底面を基床として砂、砕石または安定処理土を敷きならし、 

その上に管を置き、 その上に管を置き、さらに管の底面の 0.14Bｃの範囲まで砂、砕石 

または安定処理土で十分締め固める。この場合の有効な支承角は 

60°と考える。 

                

      60°砂基礎 

 

                掘削底面に基床として砂、砕石または安定処理土を敷きならし、 

その上に管を置き、管の下半分(0.5BC )まで砂、砕石または安定 

処理土で十分締め固める。この場合の有効な支承角は 90°と考え 

る。 

 

      90°砂基礎 

 

                掘削底面に基床として砂、砕石または安定処理土を敷きならし、 

その上に管を置き、管の天端(Bｃ)まで砂、砕石または安定処理土 

で十分締め固める。この場合の有効な支承角は 120°と考える。 

 

 

     120°砂基礎 

   図-9.2.29 砂基礎の支承角 

 

 

 

 

 

 

           90°ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎    120°ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎    180°ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 

                図-9.2.30 コンクリート基礎の支承角 

 

 

 [参考] 360°固定基礎の設計については、現在確立された方法がないことから、参考文献としては、

全国ヒューム管協会「ヒューム管設計施工要覧」の「360°コンクリート巻立てヒューム管の設計

方法」などがある。 

 

4) 基礎形式 

 剛性パイプカルバートの標準的な基礎形式としては、砂基礎、砕石基礎またはコンクリート基礎が 

ある。一般的に砂基礎または砕石基礎は比較的良好な地盤に採用し、コンクリート基礎は地盤が軟弱 

な場合や管に働く外力が大きい場合に採用する。ここで、外力が大きい場合とは、活荷重載荷の場合 

または土被りが大きい場合を示す。 

 砂基礎または砕石基礎には施工条件によって図-9.2.29に示す種類が、コンクリート基礎にはコン 

クリートで巻く角度によって図-9.2.30に示す種類がある。 

 

           掘削底面を基床として砂、砕石または安定処理土を敷きならし、 

その上に管を置き、 その上に管を置き、さらに管の底面の 0.14Bｃの範囲まで砂、砕石 

または安定処理土で十分締め固める。この場合の有効な支承角は 

60°と考える。 

                

      60°砂基礎 

 

                掘削底面に基床として砂、砕石または安定処理土を敷きならし、 

その上に管を置き、管の下半分(0.5BC )まで砂、砕石または安定 

処理土で十分締め固める。この場合の有効な支承角は 90°と考え 

る。 

 

      90°砂基礎 

 

                掘削底面に基床として砂、砕石または安定処理土を敷きならし、 

その上に管を置き、管の天端(Bｃ)まで砂、砕石または安定処理土 

で十分締め固める。この場合の有効な支承角は 120°と考える。 

 

 

     120°砂基礎 

   図-9.2.29 砂基礎の支承角 

 

 

 

 

 

 

           90°ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎    120°ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎    180°ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 

                図-9.2.30 コンクリート基礎の支承角 

 

 

 [参考] 360°固定基礎の設計については、現在確立された方法がないことから、参考文献としては、全

国ヒューム管協会「ヒューム管設計施工要覧」の「360°コンクリート巻立てヒューム管の設計方

法」などがある。 
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9.2.8.7 鉄筋コンクリート高圧管の設計 

鉄筋コンクリート高圧管の設計は、設計荷重により管に生じる最大曲げモーメント(M )を求め、管体

の許容曲げモーメント(Mra)と比べ安全(M ≦ Mra)となるように管種および基礎条件を選定する。 

1) 管体の許容曲げモーメント 

   管頂および管底に集中線荷重を載荷し、管体に 0.05mm幅のひび割れの生じるときの荷重を Pr 

とすると、管の最大抵抗曲げモーメント Mrは管底において生じ、その値は(式-9.2.18)で計算する。 

  Mr = ｋ1･ Pr･r ＋ｋ3･W･r ･･･････････････････････････(式-9.2.18) 

 ここに k1・ｋ3： 基礎形式および管種に対する係数で表-9.2.27による。 

Pr : ひび割れ荷重(kN/ｍ)                 

     r  : 管厚中心半径(ｍ) 

       W  : 管の自重(kN/ｍ) 

 

               表-9.2.26 管厚中心半径、自重 

呼び径 内径(m) 管厚中心半径 r(m) 自重 W(kN/m) 

250 0.25 0.1550 1.51 

300 0.30 0.1800 1.75 

350 0.35 0.2050 2.08 

400 0.40 0.2300 2.47 

450 0.45 0.2570 2.92 

500 0.50 0.2825 3.38 

600 0.60 0.3325 4.05 

700 0.70 0.3875 5.70 

800 0.80 0.4425 7.27 

900 0.90 0.4975 9.40 

1000 1.00 0.5525 11.87 

1100 1.10 0.6075 14.08 

1200 1.20 0.6625 16.48 

1350 1.35 0.7425 20.98 

1500 1.50 0.8275 25.97 

1650 1.65 0.9075 30.83 

1800 1.80 0.9925 37.59 

2000 2.00 1.0975 43.38 

 

     許容曲げモーメントは、ひび割れに対して 1.25の安全率をとるものとする。 

したがって、許容曲げモーメント Mraは(式-9.2.19)により求める。 

Mra = 
Mr 

(kN･ｍ) ･･････････････････････････････････････(式-9.2.19) 
1.25 

 

 

9.2.8.7 鉄筋コンクリート高圧管の設計 

鉄筋コンクリート高圧管の設計は、設計荷重により管に生じる最大曲げモーメント(M )を求め、管体

の許容曲げモーメント(Mra)と比べ安全(M ≦ Mra)となるように管種および基礎条件を選定する。 

1) 管体の許容曲げモーメント 

   管頂および管底に集中線荷重を載荷し、管体に 0.05mm幅のひび割れの生じるときの荷重を Pr 

とすると、管の最大抵抗曲げモーメント Mrは管底において生じ、その値は(式-9.2.18)で計算する。 

  Mr = ｋ1･ Pr･r ＋ｋ3･W･r ･･･････････････････････････(式-9.2.18) 

 ここに k1・ｋ3： 基礎形式および管種に対する係数で表-9.2.28による。 

Pr : ひび割れ荷重(kN/ｍ)                 

     r  : 管厚中心半径(ｍ) 

       W  : 管の自重(kN/ｍ) 

 

               表-9.2.27 管厚中心半径、自重 

呼び径 内径(m) 管厚中心半径 r(m) 自重 W(kN/m) 

250 0.25 0.1550 1.51 

300 0.30 0.1800 1.75 

350 0.35 0.2050 2.08 

400 0.40 0.2300 2.47 

450 0.45 0.2570 2.92 

500 0.50 0.2825 3.38 

600 0.60 0.3325 4.05 

700 0.70 0.3875 5.70 

800 0.80 0.4425 7.27 

900 0.90 0.4975 9.40 

1000 1.00 0.5525 11.87 

1100 1.10 0.6075 14.08 

1200 1.20 0.6625 16.48 

1350 1.35 0.7425 20.98 

1500 1.50 0.8275 25.97 

1650 1.65 0.9075 30.83 

1800 1.80 0.9925 37.59 

2000 2.00 1.0975 43.38 

 

     許容曲げモーメントは、ひび割れに対して 1.25の安全率をとるものとする。 

したがって、許容曲げモーメント Mraは(式-9.2.19)により求める。 

Mra = 
Mr 

(kN･ｍ) ･･････････････････････････････････････(式-9.2.19) 
1.25 
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2) 管に生じる最大曲げモーメント 

   鉛直土圧および活荷重による鉛直荷重によって管に生じる最大曲げモーメントＭは、(式-9.2.20) 

で計算する。 

    M = ｋ2 (qｄ＋qｌ)r２ (kN･ｍ) ･･････････(式-9.2.20)      

   ここに k2： 基礎形式および管種に対する係数で表-9.2.27による。 

qｄ： 鉛直土圧(kN/㎡)で(式-9.2.11)による。 

      qｌ： 活荷重による鉛直荷重(kN/㎡)で、(式-9.2.14)による。 

      r  ： 管厚中心半径(ｍ) 

 

                  表-9.2.27 ｋの値 

管径 

1種 2種・3種 

K1 

K2 

K3 K1 

K2 

K3 基礎コンクリート 基礎コンクリート 

有り 無し 有り 無し 

250 0.188 0.171 0.243 0.018 0.169 0.155 0.174 0.034 

300 0.206 0.179 0.275 0.037 0.182 0.184 0.212 0.035 

350 0.208 0.188 0.291 0.041 0.191 0.171 0.199 0.038 

400 0.220 0.198 0.305 0.043 0.203 0.174 0.203 0.039 

450 0.222 0.200 0.321 0.043 0.222 0.200 0.323 0.043 

500 0.235 0.211 0.309 0.046 0.235 0.211 0.307 0.046 

600 0.248 0.210 0.320 0.046 0.244 0.219 0.254 0.049 

700 0.285 0.254 0.355 0.055 0.278 0.250 0.342 0.055 

800 0.289 0.245 0.333 0.054 0.281 0.249 0.335 0.054 

900 0.283 0.260 0.359 0.058 0.295 0.262 0.352 0.058 

1,000 0.290 0.269 0.381 0.058 0.304 0.271 0.374 0.059 

1,100 0.294 0.271 0.372 0.057 0.303 0.267 0.372 0.059 

1,200 0.338 0.306 0.372 0.056 0.302 0.262 0.363 0.057 

1,350 0.332 0.268 0.360 0.054 0.318 0.277 0.384 0.061 

1,500 0.314 0.317 0.409 0.059 0.314 0.314 0.406 0.059 

1,650 0.353 0.248 0.355 0.058 0.318 0.270 0.370 0.051 

1,800 0.339 0.271 0.373 0.058 0.322 0.271 0.382 0.060 

2,000 0.311 0.278 0.376 0.059 0.324 0.272 0.372 0.060 

注) k2:基礎コンクリートは、現場打ちコンクリート基礎およびプレキャストコンクリート基礎を示す。 

k2のみ基礎コンクリートの有無による k値の変更あり。 

2) 管に生じる最大曲げモーメント 

   鉛直土圧および活荷重による鉛直荷重によって管に生じる最大曲げモーメントＭは、(式-9.2.20) 

で計算する。 

    M = ｋ2 (qｄ＋qｌ)r２ (kN･ｍ) ･･････････(式-9.2.20)      

   ここに k2： 基礎形式および管種に対する係数で表-9.2.28による。 

qｄ： 鉛直土圧(kN/㎡)で(式-9.2.11)による。 

      qｌ： 活荷重による鉛直荷重(kN/㎡)で、(式-9.2.14)による。 

      r  ： 管厚中心半径(ｍ) 

 

                  表-9.2.28 ｋの値 

管径 

1種 2種・3種 

K1 

K2 

K3 K1 

K2 

K3 基礎コンクリート 基礎コンクリート 

有り 無し 有り 無し 

250 0.188 0.171 0.243 0.018 0.169 0.155 0.174 0.034 

300 0.206 0.179 0.275 0.037 0.182 0.184 0.212 0.035 

350 0.208 0.188 0.291 0.041 0.191 0.171 0.199 0.038 

400 0.220 0.198 0.305 0.043 0.203 0.174 0.203 0.039 

450 0.222 0.200 0.321 0.043 0.222 0.200 0.323 0.043 

500 0.235 0.211 0.309 0.046 0.235 0.211 0.307 0.046 

600 0.248 0.210 0.320 0.046 0.244 0.219 0.254 0.049 

700 0.285 0.254 0.355 0.055 0.278 0.250 0.342 0.055 

800 0.289 0.245 0.333 0.054 0.281 0.249 0.335 0.054 

900 0.283 0.260 0.359 0.058 0.295 0.262 0.352 0.058 

1,000 0.290 0.269 0.381 0.058 0.304 0.271 0.374 0.059 

1,100 0.294 0.271 0.372 0.057 0.303 0.267 0.372 0.059 

1,200 0.338 0.306 0.372 0.056 0.302 0.262 0.363 0.057 

1,350 0.332 0.268 0.360 0.054 0.318 0.277 0.384 0.061 

1,500 0.314 0.317 0.409 0.059 0.314 0.314 0.406 0.059 

1,650 0.353 0.248 0.355 0.058 0.318 0.270 0.370 0.051 

1,800 0.339 0.271 0.373 0.058 0.322 0.271 0.382 0.060 

2,000 0.311 0.278 0.376 0.059 0.324 0.272 0.372 0.060 

注) k2:基礎コンクリートは、現場打ちコンクリート基礎およびプレキャストコンクリート基礎を示す。 

k2のみ基礎コンクリートの有無による k値の変更あり。 
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9.2.8.8 台付鉄筋コンクリート管の設計 

台付鉄筋コンクリート管の設計は、設計荷重により管に生じる最大曲げモーメント(M )を求め、管体

の許容曲げモーメント(Mra)と比べ安全(M ≦ Mra)となるように管種および基礎条件を選定する。 

1) 管体の許容曲げモーメント 

   管頂および管底に集中線荷重を載荷し、管体に 0.05mm幅のひび割れの生じるときの荷重を Pr 

とすると、管の最大抵抗曲げモーメント Mrは管底において生じ、その値は(式-9.2.21)で計算する。 

  Mr = 0.305Pr･r ＋ 0.067W･r ･･･････････････････････････(式-9.2.21) 

 ここに Pr : ひび割れ荷重(kN/ｍ)                

     r  : 管厚中心半径(ｍ) 

       W  : 管の自重(kN/ｍ) 

 

               表-9.2.28 管厚中心半径、自重 

呼び径 内径(m) 管厚中心半径 R(m) 自重 W(kN/m) 

250 0.25 0.1475 1.41 

300 0.30 0.1750 1.77 

350 0.35 0.2020 2.18 

400 0.40 0.2290 2.65 

450 0.45 0.2560 3.32 

500 0.50 0.2825 3.91 

600 0.60 0.3355 5.03 

700 0.70 0.3885 6.27 

800 0.80 0.4415 7.68 

900 0.90 0.4945 9.24 

1000 1.00 0.5475 10.91 

1100 1.10 0.6005 12.69 

1200 1.20 0.6535 14.68 

 

     許容曲げモーメントは、ひび割れに対して 1.25の安全率をとるものとする。 

したがって、許容曲げモーメント Mraは(式-9.2.22)により求める。 

Mra = 
Mr 

(kN･ｍ) ･･････････････････････････････････････(式-9.2.22) 
1.25 

 

2) 管に生じる最大曲げモーメント 

   鉛直土圧および活荷重による鉛直荷重によって管に生じる最大曲げモーメントＭは、(式-9.2.23) 

で計算する。 

    M = 0.282(qｄ＋qｌ)r２ (kN･ｍ) ･･････････(式-9.2.23)      

   ここに qｄ： 鉛直土圧(kN/㎡)で(式-9.2.11)による。 

      qｌ： 活荷重による鉛直荷重(kN/㎡)で、(式-9.2.14)による。 

      r  ： 管厚中心半径(ｍ) 

 

 

9.2.8.8 台付鉄筋コンクリート管の設計 

台付鉄筋コンクリート管の設計は、設計荷重により管に生じる最大曲げモーメント(M )を求め、管体

の許容曲げモーメント(Mra)と比べ安全(M ≦ Mra)となるように管種および基礎条件を選定する。 

1) 管体の許容曲げモーメント 

   管頂および管底に集中線荷重を載荷し、管体に 0.05mm幅のひび割れの生じるときの荷重を Pr 

とすると、管の最大抵抗曲げモーメント Mrは管底において生じ、その値は(式-9.2.21)で計算する。 

  Mr = 0.305Pr･r ＋ 0.067W･r ･･･････････････････････････(式-9.2.21) 

 ここに Pr : ひび割れ荷重(kN/ｍ)                

     r  : 管厚中心半径(ｍ) 

       W  : 管の自重(kN/ｍ) 

 

               表-9.2.29 管厚中心半径、自重 

呼び径 内径(m) 管厚中心半径 R(m) 自重 W(kN/m) 

250 0.25 0.1475 1.41 

300 0.30 0.1750 1.77 

350 0.35 0.2020 2.18 

400 0.40 0.2290 2.65 

450 0.45 0.2560 3.32 

500 0.50 0.2825 3.91 

600 0.60 0.3355 5.03 

700 0.70 0.3885 6.27 

800 0.80 0.4415 7.68 

900 0.90 0.4945 9.24 

1000 1.00 0.5475 10.91 

1100 1.10 0.6005 12.69 

1200 1.20 0.6535 14.68 

 

     許容曲げモーメントは、ひび割れに対して 1.25の安全率をとるものとする。 

したがって、許容曲げモーメント Mraは(式-9.2.22)により求める。 

Mra = 
Mr 

(kN･ｍ) ･･････････････････････････････････････(式-9.2.22) 
1.25 

 

2) 管に生じる最大曲げモーメント 

   鉛直土圧および活荷重による鉛直荷重によって管に生じる最大曲げモーメントＭは、(式-9.2.23) 

で計算する。 

    M = 0.282(qｄ＋qｌ)r２ (kN･ｍ) ･･････････(式-9.2.23)      

   ここに qｄ： 鉛直土圧(kN/㎡)で(式-9.2.11)による。 

      qｌ： 活荷重による鉛直荷重(kN/㎡)で、(式-9.2.14)による。 

      r  ： 管厚中心半径(ｍ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号変更 

 

 

 

 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

【9.2.8.9～9.2.8.11 遠心力鉄筋コンクリート管 1種 360°固定基礎 まで省略 変更なし】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更のない標準図は省略】 

【9.2.8.9～9.2.8.11 遠心力鉄筋コンクリート管 1種 360°固定基礎 まで省略 変更なし】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更のない標準図は省略】 

 

 

 

表の修正 
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【変更のない標準図は省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更のない標準図は省略】 

 

 

 

表の修正 
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【 削 除 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更のない標準図は省略】 

【以下 9.2.9まて省略 変更なし】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更のない標準図は省略】 

【以下省略 変更なし】 

 

 

 

 

図の削除 
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新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

9.2.9 動物の移動のための横断工 

農道によって動物の生息域が分断される場合には、農道の上部や下部に連絡ル－トを設置すること

により、回避できなかった影響を同じ場所で均衡させることを検討する。   

 動物の移動経路の確保には、表-9.2.29 、表-9.2.30 の工法がある。工法の設置箇所は、けもの道 

を調査した上で、分断範囲や分断前後の移動可能範囲を考慮し、有識者の意見を踏まえて選定すること 

が必要である。                                                             

   ・構造物 ：ボックスカルバ－ト、パイプカルバ－ト、オ－バ－ブリッジ 

   ・誘導施設：小動物のための横断誘導路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下省略 変更なし】 

 

9.2.9 動物の移動のための横断工 

農道によって動物の生息域が分断される場合には、農道の上部や下部に連絡ル－トを設置すること

により、回避できなかった影響を同じ場所で均衡させることを検討する。   

 動物の移動経路の確保には、表-9.2.30 、表-9.2.31 の工法がある。工法の設置箇所は、けもの道 

を調査した上で、分断範囲や分断前後の移動可能範囲を考慮し、有識者の意見を踏まえて選定すること 

が必要である。                                                             

   ・構造物 ：ボックスカルバ－ト、パイプカルバ－ト、オ－バ－ブリッジ 

   ・誘導施設：小動物のための横断誘導路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号変更 
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表番号変更 

 

表-9.2.29 動物の移動経路工法の留意点 

表-9.2.30  道路構造物と動物の移動例 

表-9.2.30 動物の移動経路工法の留意点 

表-9.2.31  道路構造物と動物の移動例 



 

新  旧  対  照  表 

改 正 後 現 行 
 

摘 要 

第 11章 交通管理施設の設計 

 

11.1 道路標識 

11.1.1 道路標識 

農道には、必要な場所に道路標識を設けなければならない。道路標識を設置する際の設置場所、  

様式、色彩、寸法等は関係法令の定めるところによる。 

1)  道路標識は、道路構造を保全し道路交通の安全と円滑を図るうえで不可欠な道路の付属物であり、

道路を利用するうえで必要な案内、警戒、規制又は指示に関する情報を道路利用者に伝達する機能を

有している。 

道路標識の設置についての法的な根拠は、道路法及び道路交通法に規定されており、その様式、設

置者の区分、設置場所等については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(以下「道路標

識令」という。)に規定されている。 

 

11.1.2 道路標識の種類と設置者の区分 

道路標識の種類は、本標識と補助標識に大別されるが、補助標識は本標識に付置してその意味を補

足するものであり、それ自体単独に用いられることはない。本標識には４種類あり、それぞれの機能

と設置者の区分は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下 11.2 3）①まで省略 変更なし】 

 

 

 

第 11章 交通管理施設の設計 

 

11.1 道路標識 

11.1.1 道路標識 

農道には、必要な場所に道路標識を設けなければならない。道路標識を設置する際の設置場所、  

様式、色彩、寸法等は関係法令の定めるところによる。 

1)  道路標識は、道路構造を保全し道路交通の安全と円滑を図るうえで不可欠な道路の付属物であり、

道路を利用するうえで必要な案内、警戒、規制又は指示に関する情報を道路利用者に伝達する機能を

有している。 

道路標識の設置についての法的な根拠は、道路法及び道路交通法に規定されており、その様式、設

置者の区分、設置場所等については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(以下「道路標

識令」という。)に規定されている。 

 

11.1.2 道路標識の種類と設置者の区分 

道路標識の種類は、本標識と補助標識に大別されるが、補助標識は本標識に付置してその意味を補

足するものであり、それ自体単独に用いられることはない。本標識には４種類あり、それぞれの機能

と設置者の区分は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下 11.2 3）①まで省略 変更なし】 
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摘 要 

② 待避場 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ③ 駐車帯  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
④ 交差点(市町村道) 

信号機のない交差点等で、優先関係が明確な場合、車道外側線等を交差点内に破線で延長し、交

差点の存在や車両の通行部を明示することが望ましい場合には、公安委員会との協議の上、下図

に示すドット線を設置する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下省略 変更なし】 

② 待避場 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ③ 駐車帯  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
④ 交差点(市町村道) 

市町村道の交差点においては、公安委員会と協議により、やむ得ない場合、白色 30cm 幅で間隔

50cmの破線（ドット線）とすることができる。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【以下省略 変更なし】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句変更 

 

 

 

 

 

 


